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　　　　　条　　　　　例

〇都市計画法施行令第１５条ただし書の規定

に基づく計画提案に係る規模を定める条例

の一部を改正する条例（第４４号）� 4

〇広島市市営住宅等条例の一部を改正する条�

例（第４５号）� 4

〇広島市公園条例及び広島市附属機関設置条

例の一部を改正する条例（第４６号）� 4

〇広島圏都市計画（広島平和記念都市建設計

画）地区計画の区域内における建築物の制

限に関する条例の一部を改正する条例（第�

４７号）� 5

　　　　　規　　　　　則

〇広島市国民健康保険規則の一部を改正する

規則（第６３号）� 6

〇広島市旅館業法施行条例施行細則の一部を

改正する規則（第６４号）� 6

〇広島市興行場法施行条例施行規則等の一部

を改正する規則（第６５号）� 7

〇広島市都市整備局指定管理者指定審議会規

則の一部を改正する規則（第６６号）� 7

〇広島市公園条例施行規則の一部を改正する

規則（第６７号）� 8

　　　　　告　　　　　示

〇都市計画法による広島圏都市計画（広島平

和記念都市建設計画）生産緑地地区の決定� 8

〇介護保険法による指定居宅サービス事業者�

の指定� 8

〇介護保険法による指定居宅介護支援事業者�

の指定� 9

〇介護保険法による指定事業者の指定� 9

〇災害対策基本法による指定緊急避難場所の�

指定� 9

〇災害対策基本法による指定緊急避難場所の�

指定の取消し� 9

〇子ども・子育て支援法による確認� 9

〇大規模小売店舗立地法による大規模小売店

舗の届出事項の変更　７件� 9

〇道路法による広島市の区域の境界に係る道

路の管理の方法の制定� 13

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰

国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法

律による医療扶助のための医療を担当する�

機関の指定� 14

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰

国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法

律による指定医療機関の廃止の届出� 14

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰

国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法

律による指定医療機関の変更の届出� 14

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰

国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法

律による医療扶助のための医療を担当する

機関の指定の更新　２件� 15

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰

国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法

律による医療扶助のための施術者の指定� 15

〇開発行為に関する工事の完了　２件� 15

〇広島市の事業ごみに係る固形状一般廃棄物

処分手数料の収納事務の委託� 15

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰

国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法

律による介護扶助のための介護を担当する�

機関の指定� 15

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰

国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法

律による指定介護機関の事業の廃止の届出� 16

〇瀬戸内海環境保全特別措置法による特定施

設の設置の許可申請� 16

〇公印の印影印刷　２件� 16

〇出納員事務の一部委任� 17

〇大規模小売店舗立地法による大規模小売店

舗の届出事項の変更　４件� 17

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰

国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法

律による指定介護機関の事業の廃止の届出� 19

目 次



広　　島　　市　　報―２―　第１０８８号 令和３年２月１日

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法

律による指定医療機関の廃止の届出� 29

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰

国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法

律による医療扶助のための施術者の指定� 29

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰

国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法

律による医療扶助のための施術者の廃止の�

届出� 29

〇公印の印影印刷� 29

〇事務の一部委任の解除� 29

〇公共下水道の供用開始� 30

〇公共下水道及び流域下水道の終末処理場に

よる下水の処理開始� 30

〇大規模小売店舗立地法による大規模小売店

舗の届出事項の変更� 30

〇開発行為に関する工事の完了� 31

〇広島市総合福祉センターの指定管理者の指�

定� 31

〇道路附属物駐車場の休止� 31

〇介護保険法による指定地域密着型サービス

事業の廃止の届出� 31

〇広島市介護予防・日常生活支援総合事業の

事業者指定等に関する要綱による指定事業

者の廃止の届出� 31

〇公印の印影印刷� 31

〇長期間駐車されていた自転車等の移動（中�

区）� 32

〇放置自転車等の撤去（中区）� 32

〇長期間駐車されていた自転車等の移動（中�

区）� 32

〇放置自転車等の撤去（中区）� 32

〇長期間駐車されていた自転車等の移動（中�

区）� 32

〇放置自転車等の撤去（中区）　１３件� 32

〇長期間駐車されていた自転車等の移動（中�

区）� 34

〇放置自転車等の撤去（中区）� 34

〇長期間駐車されていた自転車等の移動（中�

区）� 34

〇放置自転車等の撤去（中区）　２件� 34

〇長期間駐車されていた自転車等の移動（中�

区）� 34

〇放置自転車等の撤去（中区）　４件� 34

〇放置自転車の撤去（東区）　５件� 35

〇放置自転車等の撤去（南区）　２件� 35

〇長期間駐車されていた自転車等の移動（南�

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰

国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法

律による指定介護機関の事業所等の変更の�

届出� 19

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰

国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法

律による介護扶助のための介護を担当する�

機関の指定� 20

〇土地区画整理法による施行地区となるべき

区域の公告についての申請� 20

〇大規模小売店舗立地法による大規模小売店

舗の届出事項の変更� 21

〇大規模小売店舗立地法による令和２年７月

３０日付けで届出された大規模小売店舗に

ついての意見書の提出　２件� 21

〇自転車等の所有権の取得� 22

〇道路法による市道の路線の廃止� 22

〇道路法による市道の路線の認定� 22

〇道路の区域決定� 23

〇道路の供用開始� 23

〇都市公園法による中央公園の一部区域の決�

定� 24

〇会計管理者事務の一部委任の解除� 24

〇都市計画法による広島圏都市計画（広島平

和記念都市建設計画）区域区分の変更� 25

〇都市計画法による広島圏都市計画（広島平

和記念都市建設計画）用途地域の変更� 25

〇都市計画法による広島圏都市計画（広島平

和記念都市建設計画）地区計画の変更　４�

件� 25

〇建築基準法による広島圏都市計画区域内の

用途地域の指定のない区域のうち市街化調

整区域内の建築物に係る容積率，建蔽率及

び建築物の各部分の高さの限度の変更� 26

〇農業振興地域の整備に関する法律による平

成２９年広島市告示第３２３号で指定され

た広島農業振興地域の区域の変更� 27

〇都市計画法による広島圏都市計画（広島平

和記念都市建設計画）下水道の変更� 28

〇開発行為に関する工事の完了� 28

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰

国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法

律による医療扶助のための医療を担当する�

機関の指定� 29

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰

国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人
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区）� 41

〇放置自転車等の撤去（佐伯区）　２件� 41

〇路線名等を定める法定外公共物の指定（佐�

伯区）� 41

〇長期間駐車されていた自転車等の移動（佐�

伯区）� 42

〇放置自転車等の撤去（佐伯区）� 42

〇建築基準法による道路の指定（佐伯区）� 42

　　　　　区　　告　　示

〇住民基本台帳法及び住民基本台帳法施行令

による職権で処理（安佐北区）� 42

〇土地収用法による通知（安芸区）� 42

　　　　　選　管　告　示

〇令和２年１２月１日現在における地方自治

法及び市町村の合併の特例に関する法律に

よる各種直接請求並びに地方教育行政の組

織及び運営に関する法律による教育長又は

委員の解職請求をするに必要な選挙人の数� 43

　　　　　教育委員会告示

〇公印の印影印刷　２件� 43

〇広島市教育委員会議（定例会）の開催� 43

区）� 35

〇放置自転車等の撤去（南区）　７件� 35

〇長期間駐車されていた自転車等の移動（南�

区）� 36

〇放置自転車等の撤去（南区）　３件� 36

〇長期間駐車されていた自転車等の移動（南�

区）� 36

〇放置自転車等の撤去（南区）� 36

〇長期間駐車されていた自転車等の移動（南�

区）� 37

〇放置自転車等の撤去（南区）� 37

〇放置自転車等の撤去（西区）　６件� 37

〇建築基準法による道路の位置の指定（安佐�

南区）� 37

〇長期間駐車されていた自転車等の移動（安�

佐南区）� 37

〇路線名等を定める法定外公共物の指定の変�

更（安佐南区）� 38

〇建築基準法による道路の位置の指定（安佐�

南区）� 38

〇長期間駐車されていた自転車等の移動（安�

佐南区）� 38

〇長期間駐車されていた自転車等の移動（安�

佐北区）� 38

〇放置自転車等の撤去（安佐北区）� 38

〇道路の区域変更（安佐北区）� 38

〇道路の供用開始（安佐北区）� 38

〇路線名等を定める法定外公共物の指定の変

更（安佐北区）� 39

〇路線名等を定める法定外公共物の指定（安�

佐北区）� 39

〇長期間駐車されていた自転車等の移動（安�

佐北区）� 39

〇放置自転車等の撤去（安佐北区）� 39

〇道路の区域変更（安佐北区）� 39

〇道路の供用開始（安佐北区）� 39

〇道路の区域変更（安佐北区）� 40

〇道路の供用開始（安佐北区）� 40

〇区出納員事務の一部委任（安芸区）� 40

〇道路の区域変更（安芸区）� 40

〇道路の供用開始（安芸区）� 40

〇放置自転車の撤去（安芸区）� 40

〇長期間駐車されていた自転車の移動（安芸�

区）� 41

〇放置自転車の撤去（安芸区）� 41

〇長期間駐車されていた自転車の移動（安芸�

区）� 41

〇放置自転車等の撤去（佐伯区）　２件� 41

〇建築基準法による道路の位置の廃止（佐伯�
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広島市長　　松　井　一　實

広島市告示第５０７号

令和２年１２月１日

　都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第１９条第１項の規

定により，広島圏都市計画（広島平和記念都市建設計画）生産緑

地地区を決定したので，同法第２０条第１項の規定により，次の

とおり告示します。

　なお，都市計画法第２０条第２項の規定により，関係図書を広

島市都市整備局都市計画課，東区役所建設部建築課，西区役所建

設部建築課，安佐南区役所農林建設部建築課，安佐北区役所農林

建設部建築課，安芸区役所農林建設部建築課，佐伯区役所農林建

設部建築課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

１　都市計画の種類

広島圏都市計画（広島平和記念都市建設計画）生産緑地地区

２　都市計画を決定する土地の区域

広島市東区牛田旭一丁目の一部ほか３１地区

２　縦覧場所

⑴　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

広島市　都市整備局　都市計画課

⑵　広島市東区東蟹屋町９番３８号

東区役所　建設部　建築課

⑶　広島市西区福島町二丁目２番１号

西区役所　建設部　建築課

⑷　広島市安佐南区古市一丁目３３番１４号

安佐南区役所　農林建設部　建築課

⑸　広島市安佐北区可部四丁目１３番１３号

安佐北区役所　農林建設部　建築課

⑹　広島市安芸区船越南三丁目４番３６号

安芸区役所　農林建設部　建築課

⑺　広島市佐伯区海老園二丁目５番２８号

佐伯区役所　農林建設部　建築課

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５０８号

令和２年１２月１日

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項に規定

する指定居宅サービス事業者として次に掲げる者を指定したの

で，同法第７８条第１号の規定により告示します。

　指定年月日　令和２年１２月１日

広島市長　　松　井　一　實

事業者 事業所
サービスの種類

名称 名称 所在地

株式会社ニチ
イ学館

ニチイケアセ
ンター高取

広島市安佐南
区高取北一丁
目４番３０号
サンビル４Ｆ
－Ｂ号

訪問介護

告 示
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株式会社ｉ－
Ｒｅｈａ

ファイネス鈴
が峰

広島市西区鈴
が峰町４１番
１号

通所介護

株式会社障が
い者ライフサ
ポート

ファニー
広島市佐伯区
五日市一丁目
７番１８号

通所介護

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５０９号

令和２年１２月１日

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４６条第１項に規定

する指定居宅介護支援事業者として次に掲げる者を指定したの

で，同法第８５条第１号の規定により告示します。

　指定年月日　令和２年１２月１日

広島市長　　松　井　一　實

事業者 事業所
サービスの種類

名称 名称 所在地

合同会社ハミ
ング

ハミング居宅
介護支援事業
所

広島市安佐南
区安東二丁目
５番１６－１
１２号第２岩
井アパート

居宅介護支援

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５１０号

令和２年１２月１日

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の４５の３

第１項に規定する指定事業者として次に掲げる者を指定したの

で，広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関

する要綱第７条第１項の規定により告示します。

　指定年月日　令和２年１２月１日

広島市長　　松　井　一　實

事業者 事業所
サービスの種類

名称 名称 所在地

株式会社ＩＬ
Ｃ

ＩＬＣひろし
ま

広島市中区東
平塚町３番１
０号

訪問介護サービ
ス

株式会社ニチ
イ学館

ニチイケアセ
ンター高取

広島市安佐南
区高取北一丁
目４番３０号
サンビル４Ｆ
－Ｂ号

訪問介護サービ
ス

株式会社ｉ－
Ｒｅｈａ

ファイネス鈴
が峰

広島市西区鈴
が峰町４１番
１号

１日型デイサー
ビス

株式会社ｉ－
Ｒｅｈａ

ファイネス鈴
が峰

広島市西区鈴
が峰町４１番
１号

短時間型デイサ
ービス

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５１１号

令和２年１２月１日

　災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第４９条の４第

１項に基づき指定緊急避難場所を指定したので，第４９条の４第

３項の規定に基づき下記のとおり告示します。

記

名称 所在地 適応災害

瀬野児童館 広島市安芸区瀬野一丁
目３６－１３ 洪水

安芸区スポーツセ
ンター

広島市安芸区中野東二
丁目３－１ 洪水

中野公民館 広島市安芸区中野三丁
目２０－９ 洪水（２階以上）

中野西集会所 広島市安芸区中野二丁
目６－２１ 洪水

安芸区民文化セン
ター

広島市安芸区船越南三
丁目２－１６ 洪水（２階以上）

矢野西集会所 広島市安芸区矢野西一
丁目３７－１１ 洪水

矢野東集会所 広島市安芸区矢野東五
丁目２－２９ 洪水

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５１２号

令和２年１２月１日

　災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第４９条の６第

１項に基づき指定緊急避難場所の指定を取り消したので，第４９

条の６第２項の規定に基づき下記のとおり告示します。

記

名称 所在地 取り消した
適応災害

ふくしま第二保育
園

広島市西区福島町二丁
目９－５ 土砂災害

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５１３号

令和２年１２月１日

　以下の者について，子ども・子育て支援法（平成２４年法律第

６５号）第３０条の１１第１項の確認をしましたので，同法第５

８条の１１第１号の規定により公示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　子ども・子育て支援施設等の種類

　児童福祉法第５９条の２第１項に規定する認可外保育施設

（第７条第１０項第４号関係）

２　特定子ども・子育て支援提供者の名称，提供する施設又は事

業所の名称及び所在地

別紙のとおり

３　確認年月日

令和２年１２月１日

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５１４号
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令和２年１２月１日

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので，同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定によ

り，次のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴　名　称　スパーク中山店

⑵　所在地　広島市東区中山東二丁目２１４８番地１ほか

２　大規模小売店舗を設置する者

有限会社トシユキ

代表取締役　古谷　雅男

広島市東区中山東三丁目８番１４号

有限会社地免商事

代表取締役　尾崎　隆雄

広島市東区中山東一丁目１０番１５号

株式会社スパーク

代表取締役社長　長崎　清忠

広島市西区商工センター二丁目１７番３７号

３　変更事項

　大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては代表者の氏名

（変更前）別紙のとおり

（変更後）別紙のとおり

４　変更年月日

別紙のとおり

５　届出年月日

令和２年月１１月２７日

６　届出書の縦覧場所

⑴　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵　広島市東区東蟹屋町９番３８号

広島市東区役所市民部区政調整課

７　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴　縦覧期間

　令和２年１２月１日から令和３年４月１日まで。ただし，

広島市の休日を定める条例（平成３年広島市条例４９号）に

規定する休日を除く。

⑵　縦覧のできる時間帯

午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　意見書の提出

　大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により，当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は，この公告の

日から４月以内に限り，広島市に対し，意見書の提出により，

これを述べることができます。

９　意見書の提出期限及び提出先

⑴　提出期限　令和３年４月１日

⑵　提出先

〒７３０－８５８６

広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５１５号

令和２年１２月２日

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので，同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定によ

り，次のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴　名　称　スパーク光南店

⑵　所在地　広島市中区光南三丁目８８５番地４外

２　大規模小売店舗を設置する者

八木　武

愛知県刈谷市日高町二丁目３１８番地

八木　則子

愛知県刈谷市日高町二丁目３１８番地

八木　保

愛知県刈谷市寿町三丁目４０３番地刈谷寿町パークホームズ

４０１号

八木　康

愛知県刈谷市高倉町三丁目９０３番地２

中田　香

愛知県刈谷市半城土西町二丁目１６番地９

３　変更事項

　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び

住所並びに法人にあっては代表者の氏名

（変更前）別紙のとおり

（変更後）別紙のとおり

４　変更年月日

別紙のとおり

５　届出年月日

令和２年１１月２７日

６　届出書の縦覧場所

⑴　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵　広島市中区国泰寺町一丁目４番２１号

広島市中区役所市民部区政調整課

７　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴　縦覧期間

　令和２年１２月２日から令和３年４月２日まで。ただし，

広島市の休日を定める条例（平成３年広島市条例４９号）に

規定する休日を除く。

⑵　縦覧のできる時間帯
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７　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴　縦覧期間

　令和２年１２月２日から令和３年４月２日まで。ただし，

広島市の休日を定める条例（平成３年広島市条例４９号）に

規定する休日を除く。

⑵　縦覧のできる時間帯

午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　意見書の提出

　大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により，当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は，この公告の

日から４月以内に限り，広島市に対し，意見書の提出により，

これを述べることができます。

９　意見書の提出期限及び提出先

⑴　提出期限　令和３年４月２日

⑵　提出先

〒７３０－８５８６

広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５１７号

令和２年１２月２日

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので，同条第６条第３項が準用する同法第５条第３項の規定によ

り，次のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴　名　称　庚午テナントビル

⑵　所在地　広島市西区庚午北二丁目３４６番ほか

２　変更事項

　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び

住所並びに法人にあっては代表者の氏名

（変更前）

小売業者
住所

氏名 代表者
株式会社ハーティウ
ォンツ

代表取締役
福岡　愼二

広島市中区八丁堀１
１番８号

有限会社ナガタニ 代表取締役
永谷　明彦

広島県三次市東酒屋
町１２２－１

（変更後）

小売業者
住所

氏名 代表者
株式会社ツルハグル
ープ
ドラッグ&ファーマ
シー西日本

代表取締役
村上　正一

広島市西区井口明神
一丁目１番１０号

有限会社ナガタニ 代表取締役 広島県三次市東酒屋

午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　意見書の提出

　大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により，当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は，この公告の

日から４月以内に限り，広島市に対し，意見書の提出により，

これを述べることができます。

９　意見書の提出期限及び提出先

⑴　提出期限　令和３年４月２日

⑵　提出先

〒７３０－８５８６

広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５１６号

令和２年１２月２日

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので，同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定によ

り，次のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴　名　称　スパーク江波店

⑵�　所在地　広島市中区江波二本松二丁目１１８２番地４９ほ

か

２　大規模小売店舗を設置する者

有限会社江波興産

代表取締役　金光　秀起

広島市中区江波二本松二丁目７番４８号

３　変更事項

⑴　大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並び

に法人にあっては代表者の氏名

（変更前）別紙のとおり

（変更後）別紙のとおり

⑵　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及

び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

（変更前）別紙のとおり

（変更後）別紙のとおり

４　変更年月日

別紙のとおり

５　届出年月日

令和２年１１月２７日

６　届出書の縦覧場所

⑴　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵　広島市中区国泰寺町一丁目４番２１号

広島市中区役所市民部区政調整課
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に法人にあっては代表者の氏名

（変更前）別紙のとおり

（変更後）別紙のとおり

⑵　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及

び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

（変更前）別紙のとおり

（変更後）別紙のとおり

４　変更年月日

別紙のとおり

５　届出年月日

令和２年１１月２７日

６　届出書の縦覧場所

⑴　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵　広島市佐伯区海老園二丁目５番２８号

広島市佐伯区役所市民部区政調整課

７　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴　縦覧期間

　令和２年１２月２日から令和３年４月２日まで。ただし，

広島市の休日を定める条例（平成３年広島市条例４９号）に

規定する休日を除く。

⑵　縦覧のできる時間帯

午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　意見書の提出

　大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により，当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は，この公告の

日から４月以内に限り，広島市に対し，意見書の提出により，

これを述べることができます。

９　意見書の提出期限及び提出先

⑴　提出期限　令和３年４月２日

⑵　提出先

〒７３０－８５８６

広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５１９号

令和２年１２月２日

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので，同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定によ

り，次のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴　名　称　スパーク御幸の杜店

⑵　所在地　広島市南区宇品御幸二丁目１３５番１

２　大規模小売店舗を設置する者

永谷　明彦 町１２２－１

３　変更年月日

平成２７年８月７日　　（代表取締役）

平成２７年８月１６日　（会社合併）

平成２８年１月２５日　（本店移転）

４　届出年月日

令和２年１１月２７日

５　届出書の縦覧場所

⑴　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵　広島市西区福島町二丁目２番１号

広島市西区役所市民部区政調整課

６　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴　縦覧期間

　令和２年１２月２日から令和３年４月２日まで。ただし，

広島市の休日を定める条例（平成３年広島市条例４９号）に

規定する休日を除く。

⑵　縦覧のできる時間帯

午前８時３０分から午後５時１５分まで

７　大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定に基づき，当該大

規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持

のために配慮すべき事項について意見を有する者は，この公告

の日から４月以内に限り，広島市に対し，意見書の提出によ

り，これを述べることができます。

８　意見書の提出期限及び提出先

⑴　提出期限　令和３年４月２日

⑵　提出先

〒７３０－８５８６

広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５１８号

令和２年１２月２日

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので，同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定によ

り，次のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴　名　称　スパーク佐方店

⑵　所在地　広島市佐伯区三筋二丁目９４番１ほか

２　大規模小売店舗を設置する者

株式会社コウシマ

代表取締役　甲島　隆志

広島市廿日市市佐方四丁目２番１７号

３　変更事項

⑴　大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並び
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代表取締役　大下　美穂

広島市西区高須三丁目５番２０号

３　変更事項

　大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては代表者の氏名

（変更前）

有限会社オオシタ

代表取締役　大下　孝子

広島市西区高須三丁目５番２０号

（変更後）

有限会社オオシタ

代表取締役　大下　美穂

広島市西区高須三丁目５番２０号

４　変更年月日

平成２９年７月２８日

５　届出年月日

令和２年１１月２７日

６　届出書の縦覧場所

⑴　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵　広島市西区福島町二丁目２番１号

広島市西区役所市民部区政調整課

７　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴　縦覧期間

　令和２年１２月２日から令和３年４月２日まで。ただし，

広島市の休日を定める条例（平成３年広島市条例４９号）に

規定する休日を除く。

⑵　縦覧のできる時間帯

午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　意見書の提出

　大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により，当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は，この公告の

日から４月以内に限り，広島市に対し，意見書の提出により，

これを述べることができます。

９　意見書の提出期限及び提出先

⑴　提出期限　令和３年４月２日

⑵　提出先

〒７３０－８５８６

広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５２１号

令和２年１２月３日

　道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１９条第１項の規定に

基づき，広島市の区域の境界に係る道路の管理の方法について別

紙のとおり定めたので，同条第５項の規定により，告示します。

　その関係図書は，令和２年１２月３日から同年１２月１７日ま

で広島市道路交通局道路管理課において縦覧に供します。

株式会社スパーク

代表取締役　長崎　清忠

広島市西区商工センター二丁目１７番３７号

３　変更事項

（変更前）別紙のとおり

（変更後）別紙のとおり

４　変更年月日

別紙のとおり

５　届出年月日

令和２年１１月２７日

６　届出書の縦覧場所

⑴　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵　広島市南区皆実町一丁目５番４４号

広島市南区役所市民部区政調整課

７　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴　縦覧期間

　令和２年１２月２日から令和３年４月２日まで。ただし，

広島市の休日を定める条例（平成３年広島市条例４９号）に

規定する休日を除く。

⑵　縦覧のできる時間帯

午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　意見書の提出

　大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により，当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は，この公告の

日から４月以内に限り，広島市に対し，意見書の提出により，

これを述べることができます。

９　意見書の提出期限及び提出先

⑴　提出期限　令和３年４月２日

⑵　提出先

〒７３０－８５８６

広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５２０号

令和２年１２月２日

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので，同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定によ

り，次のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴　名　称　スパークニュー庚午店

⑵　所在地　広島市西区庚午北二丁目３４０番地外

２　大規模小売店舗を設置する者

有限会社オオシタ
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クルーズ薬局
西風新都店

広島市安佐南区
伴南一丁目５－
１８－８－１０
１

令和２年１１
月１日

令和８年１０
月３１日

クルーズ薬局
緑井店

広島市安佐南区
緑井五丁目２９
－１８－１０１

令和２年１１
月１日

令和８年１０
月３１日

クルーズ薬局
祇園店

広島市安佐南区
祇園五丁目２－
４５－１０１

令和２年１１
月１日

令和８年１０
月３１日

康仁薬局矢野
店

広島市安芸区矢
野西四丁目１－
２１　１Ｆ

令和２年１１
月１日

令和８年１０
月３１日

くるみ薬局矢
野店

広島市安芸区矢
野西四丁目１０
－１８　１Ｆ

令和２年１１
月１日

令和８年１０
月３１日

医療法人社団
たつき会菅田
医院樹楽しら
さぎ診療所

広島市佐伯区楽
々園二丁目１－
３４

令和２年１２
月１日

令和８年１１
月３０日

康仁薬局八幡
東店

広島市佐伯区八
幡東三丁目２８
－１７

令和２年１１
月１日

令和８年１０
月３１日

康仁薬局楽々
園店

広島市佐伯区楽
々園五丁目９－
５　１Ｆ

令和２年１１
月１日

令和８年１０
月３１日

さんくす薬局
五日市中央店

広島市佐伯区五
日市中央五丁目
１１－２１　１
Ｆ

令和２年１１
月１日

令和８年１０
月３１日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５２３号

令和２年１２月３日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２及び中

国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦

人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第

３０号）第１４条第４項の規定により，次に掲げる指定医療機関

から廃止の届出があったので，生活保護法第５５条の３第２号の

規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次に掲げる指定医療機関　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５２４号

令和２年１２月３日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２及び中

国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦

人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第

３０号）第１４条第４項の規定により，次に掲げる指定医療機関

から変更の届出があったので，生活保護法第５５条の３第２号の

規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次に掲げる指定医療機関　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５２２号

令和２年１２月３日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条及び中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０

号）第１４条第４項の規定により，医療扶助のための医療を担当

する機関として，次に掲げる機関を指定したので，生活保護法第

５５条の３第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

名称 所在地 指定年月日 指定有効期限

藏本内科
広島市中区大手
町三丁目１３－
６藏本ビル２Ｆ

令和２年１１
月１日

令和８年１０
月３１日

クルーズ薬局
吉島店

広島市中区吉島
西一丁目２４－
３０　１Ｆ

令和２年１１
月１日

令和８年１０
月３１日

康仁薬局牛田
店

広島市東区牛田
中二丁目２－１

令和２年１１
月１日

令和８年１０
月３１日

康仁薬局グラ
ンアーク店

広島市東区若草
町１１－２グラ
ンアークテラス
３F

令和２年１１
月１日

令和８年１０
月３１日

康仁薬局矢賀
店

広島市東区矢賀
二丁目８－１７

令和２年１１
月１日

令和８年１０
月３１日

康仁薬局宇品
神田店

広島市南区宇品
神田一丁目２－
１６－２０２

令和２年１１
月１日

令和８年１０
月３１日

クルーズ薬局
段原店

広島市南区段原
日出一丁目１５
－２１　１Ｆ

令和２年１１
月１日

令和８年１０
月３１日

康仁薬局庚午
店

広島市西区庚午
北二丁目１７－
１０　１Ｆ

令和２年１１
月１日

令和８年１０
月３１日

さんくす薬局
井口店

広島市西区井口
台二丁目２３－
３２　１Ｆ

令和２年１１
月１日

令和８年１０
月３１日

さんくす薬局
庚午南店

広島市西区庚午
南二丁目３７－
３１　１Ｆ

令和２年１１
月１日

令和８年１０
月３１日

安佐病院前薬
局

広島市安佐南区
八木五丁目１４
－１５

令和２年１２
月１日

令和８年１１
月３０日

康仁薬局大町
店

広島市安佐南区
大町東一丁目８
－２５　１Ｆ

令和２年１１
月１日

令和８年１０
月３１日

くるみ薬局沼
田店

広島市安佐南区
伴東七丁目５９
－１　１Ｆ

令和２年１１
月１日

令和８年１０
月３１日

さんくす薬局
東原店

広島市安佐南区
東原一丁目１－
２　１Ｆ

令和２年１１
月１日

令和８年１０
月３１日

さんくす薬局
沼田店

広島市安佐南区
伴東七丁目５８
－３

令和２年１１
月１日

令和８年１０
月３１日
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株式会社イワキ

代表取締役　河内正晴

４　検査済証交付年月日

令和２年１２月４日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５２９号

令和２年１２月４日

　開発行為に関する工事が完了したので，都市計画法（昭和４３

年法律第１００号）第３６条第３項の規定により次のとおり公告

します。

広島市長　　松　井　一　實

１　開発区域又は工区に含まれる地域の名称

広島市安佐南区伴東七丁目の５８３５番２，５８４２番１，

５８４２番４，５８４５番１，５８４５番３，５８４９番，

５８５０番１の一部及び５８５１番１の一部

２　開発面積

１，７８８．９５㎡

３　許可を受けた者の住所及び氏名

東京都千代田区二番町８番地８

株式会社セブン－イレブン・ジャパン

代表取締役　永松文彦

４　検査済証交付年月日

令和２年１２月４日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５３０号

令和２年１２月４日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，広島市の事業ごみに係る固形状一般廃棄物処

分手数料の収納事務を次のとおり委託したので，同条第２項の規

定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

名称 住所 代表者

アグリプラス株
式会社

広島市西区楠木
町二丁目５番４
号

代表取締役　懸　寛

２　委託した期間

契約締結日から令和３年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５３１号

令和２年１２月７日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項

及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国

残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年

法律第３０号）第１４条第４項の規定により，介護扶助のための

介護を担当する機関として，次に掲げる介護機関を指定したの

で，生活保護法第５５条の３第１号の規定により告示します。

広島市告示第５２５号

令和２年１２月３日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条及び中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０

号）第１４条第４項の規定により，医療扶助のための医療を担当

する機関として，次に掲げる機関の指定の更新をしたので，生活

保護法第５５条の３第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次に掲げる機関　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５２６号

令和２年１２月３日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条及び中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０

号）第１４条第４項の規定により，医療扶助のための医療を担当

する機関として，次に掲げる機関の指定の更新をしたので，生活

保護法第５５条の３第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次に掲げる機関　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５２７号

令和２年１２月３日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条第１項及び

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留

邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律

第３０号）第１４条第４項の規定により，医療扶助のための施術

者として次に掲げる者を指定したので，生活保護法第５５条の３

第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

医療扶助のための施術者　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５２８号

令和２年１２月４日

　開発行為に関する工事が完了したので，都市計画法（昭和４３

年法律第１００号）第３６条第３項の規定により次のとおり公告

します。

広島市長　　松　井　一　實

１　開発区域又は工区に含まれる地域の名称

広島市佐伯区皆賀三丁目の９番３，９番１２，９番１３

２　開発面積

２，６３９．８４㎡

３　許可を受けた者の住所及び氏名

広島市西区井口四丁目３番１号
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⑴　申請者の住所及び名称並びにその代表者の氏名

申請者の住所　　広島市安佐北区上深川町６３５番地２

申請者の名称　　株式会社ゆめデリカ

代表者の氏名　　代表取締役　阿部　睦夫

⑵　工場又は事業場の所在地及び名称

事業場の所在地　�広島市安佐北区上深川町６３５番地２，

６３８番地

事業場の名称　　株式会社ゆめデリカ深川工場

２　申請内容

　株式会社ゆめデリカ深川工場は，現在，水質汚濁防止法の特

定事業場であり，既に特定施設を設置している。

　今回，当該事業場から公共用水域に排出される水の一日当た

りの最大量が５０㎥以上となる計画があることから，瀬戸内海

環境保全特別措置法に基づく特定施設の設置許可が申請された

ものである。

⑴　特定施設の種類，能力及び使用の方法

別紙１のとおり

⑵　汚水等の処理の方法

別紙２のとおり

⑶　排出水の汚染状態及び量

別紙３のとおり

別紙１～別紙３　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５３４号

令和２年１２月９日

　広島市公印管理規則（昭和２７年広島市規則第３９号）第９条

第１項及び第２項の規定に基づき，次の文書については，電子計

算機に記録した印影の用紙への出力により，公印の押なつに代え

ることを承認したので，告示します。

広島市長　　松　井　一　實

文書名 印影を印刷する
公印の名称

・施設等利用費支給額変更決定通知書
・施設等利用費過誤払返還金に係る督促状
・施設等利用費過誤払返還金に係る催告書
・施設等利用費の受取について（通知）

こども未来局専
用市長印

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５３５号

令和２年１２月９日

　広島市公印管理規則（昭和２７年広島市規則第３９号）第９条

第１項及び第２項の規定に基づき，次の文書については，電子計

算機に記録した印影の用紙への出力により，公印の押なつに代え

ることを承認したので，告示します。

広島市長　　松　井　一　實

文書名 印影を印刷する
公印の名称

保育園等副食費の納付（納入）催告書 市長印

広島市長　　松　井　一　實

名称 所在地 指定年月日

池田博愛堂薬局 広島市南区出汐一丁目３
番１１号

令和２年１２
月１日

訪問看護ステーショ
ンこころーれ草津

広島市西区草津梅が台８
番１号

令和２年９月
１４日

アビリティーズ・ケ
アネット株式会社広
島営業所

広島市安佐南区上安四丁
目３７番５号

令和２年８月
２４日

訪問看護ステーショ
ンあいりす

広島市中区光南二丁目１
１番４号

令和２年７月
１日

ヘルパーステーショ
ンあいりす

広島市中区光南二丁目１
１番４号

令和２年７月
１日

居宅介護支援事業所
あいりす

広島市中区光南二丁目１
１番４号

令和２年７月
１日

ヘルパーステーショ
ンてぃーだ

広島市西区南観音六丁目
９番１４号

令和２年４月
１０日

広島市宇品・似島地
域包括支援センター

広島市南区宇品神田三丁
目７番１５号坂本ビル２
Ｆ

平成３０年７
月１日

野の花デイサービス 広島市佐伯区湯来町大字
下９８７番地

平成２９年４
月１日

はなまる訪問介護サ
ービス

広島市安佐南区大町西三
丁目１１番４５－３号

平成２８年９
月１日

中川内科医院 広島市安佐北区可部二丁
目６番３号

平成１２年４
月１日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５３２号

令和２年１２月７日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第４項

において準用する同法第５０条の２及び中国残留邦人等の円滑な

帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の

自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４

項の規定により，次に掲げる指定介護機関から事業の廃止の届出

があったので，生活保護法第５５条の３第２号の規定により告示

します。

広島市長　　松　井　一　實

次に掲げる指定介護機関　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５３３号

令和２年１２月８日

　瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号）第

５条第１項の規定による特定施設の設置の許可の申請があったの

で，同法第５条第４項の規定により，その概要を告示します。

　なお，当該特定施設を設置することが環境に及ぼす影響につい

ての事前評価に関する事項を記載した書面は，令和２年１２月８

日から令和２年１２月２８日までの間，広島市環境局環境保全課

において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

１　申請者等
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株式会社フレ
スタ

代表取締役
宗兼　邦生

広島市西区横
川町三丁目２
番３６号

株式会社ツル
ハグループド
ラッグ＆ファ
ーマシー西日
本

代表取締役
村上　正一

広島市西区井
口明神一丁目
１番１０号

平成２７年８
月７日
代表者変更
平成２７年８
月１６日
会社合併によ
る名称変更
平成２８年１
月２５日
本店移転

４　変更年月日

上記３のとおり

５　届出年月日

令和２年１２月７日

６　届出書の縦覧場所

⑴　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵　広島市佐伯区海老園二丁目５番２８号

広島市佐伯区役所市民部区政調整課

７　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴　縦覧期間

　令和２年１２月１１日から令和３年４月１１日まで。ただ

し，広島市の休日を定める条例（平成３年広島市条例４９

号）に規定する休日を除く。

⑵　縦覧のできる時間帯

午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　意見書の提出

　大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により，当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は，この公告の

日から４月以内に限り，広島市に対し，意見書の提出により，

これを述べることができます。

９　意見書の提出期限及び提出先

⑴　提出期限　令和３年４月１１日

⑵　提出先

〒７３０－８５８６

広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５３８号

令和２年１２月１１日

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので，同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定によ

り，次のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

名　称　ラ・ムー可部店・ウォンツ可部店

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５３６号

令和２年１２月１０日

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７１条第４項の規

定に基づき，財政局東部市税事務所出納員の事務の一部を次のと

おり委任させたので告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委任を受けた分任出納員

戸坂連絡所

事務補助員　中尾　さゆり

２　委任させた事務

　広島市証明等手数料条例（昭和３２年広島市条例第２０号）

第２条に規定する手数料（戸坂連絡所の所掌事務に係るものに

限る。）の収納

３　委任年月日

令和２年１２月１日

４　委任期間

令和２年１２月１日から同月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５３７号

令和２年１２月１１日

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので，同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定によ

り，次のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴　名　称　フレスタ波出石店

⑵　所在地　広島市佐伯区五日市中央七丁目２２２１ほか

２　大規模小売店舗を設置する者

株式会社フレスタ

代表取締役　宗兼　邦夫

広島市西区横川三丁目２番３６号

３　変更事項

　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び

住所並びに法人にあっては代表者の氏名

（変更前）

小売業者
住所

氏名（名称） 代表者

株式会社フレ
スタ

代表取締役
宗兼　邦生

広島市西区横
川町三丁目２
番３６号

株式会社ハー
ティーウォン
ツ

代表取締役
福岡　愼二

広島市中区八
丁堀１１番８
号

（変更後）

小売業者
住所 変更年月日・

理由氏名（名称） 代表者
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　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので，同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定によ

り，次のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴　名　称　フレスタ海老園店・ウォンツ海老園店

⑵　所在地　広島市佐伯区海老園三丁目１０４２番４８ほか

２　大規模小売店舗を設置する者

中国醸造株式会社

代表取締役　白井　浩一郎

広島県廿日市市桜尾一丁目１２番１号

３　変更事項

　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び

住所並びに法人にあっては代表者の氏名

（変更前）

名称 代表者 住所 変更年月日・
理由

株式会社フレ
スタ

代表取締役
宗兼　邦生

広島市西区横
川町三丁目２
番３６号

株式会社ハー
ティウォンツ

代表取締役
福岡　愼二

広島市中区八
丁堀１１番８
号

株式会社リカ
ーズ

代表取締役
上河内　正美

広島市安佐南
区長束六丁目
８番４６号

令和２年１０
月５日
退店

（変更後）

名称 代表者 住所 変更年月日・
理由

株式会社フレ
スタ

代表取締役
宗兼　邦生

広島市西区横
川町三丁目２
番３６号

株式会社ツル
ハグループド
ラッグ＆ファ
ーマシー西日
本

代表取締役
村上　正一

広島市西区井
口明神一丁目
１番１０号

平成２７年８
月７日
代表者変更
平成２７年８
月１６日
会社合併によ
る名称変更
平成２８年１
月２５日
本店移転

４　変更年月日

上記３のとおり

５　届出年月日

令和２年１２月７日

６　届出書の縦覧場所

⑴　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵　広島市佐伯区海老園二丁目５番２８号

広島市佐伯区役所市民部区政調整課

７　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

所在地　広島市安佐北区可部三丁目７９番５外

２　大規模小売店舗を設置する者

大黒天物産株式会社

代表取締役　大賀　昭司

岡山県倉敷市堀南７０４番地の５

株式会社ツルハグループドラッグ＆ファーマシー西日本

代表取締役　村上　正一

広島市西区井口明神一丁目１番１０号

３　変更事項

⑴　大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並び

に法人にあっては代表者の氏名

（変更前）　別紙のとおり

（変更後）　別紙のとおり

⑵　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及

び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

（変更前）　別紙のとおり

（変更後）　別紙のとおり

４　変更年月日

別紙のとおり

５　届出年月日

令和２年１２月７日

６　届出書の縦覧場所

⑴　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵　広島市安佐北区可部四丁目１３番１３号

広島市安佐北区役所市民部区政調整課

７　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴　縦覧期間

　令和２年１２月１１日から令和３年４月１１日まで。ただ

し，広島市の休日を定める条例（平成３年広島市条例４９

号）に規定する休日を除く。

⑵　縦覧のできる時間帯

午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　意見書の提出

　大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により，当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は，この公告の

日から４月以内に限り，広島市に対し，意見書の提出により，

これを述べることができます。

９　意見書の提出期限及び提出先

⑴　提出期限　令和３年４月１１日

⑵　提出先

〒７３０－８５８６

広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５３９号

令和２年１２月１１日
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　　　　　　広島市西区井口明神一丁目１番１０号

４　変更年月日

変更①　　平成１７年８月２日

変更②　　平成１８年１１月２０日

変更③　　平成２７年８月７日　　　　代表者変更

　　　　　平成２７年８月１６日　　　�会社合併による名称

変更

　　　　　平成２８年１月２５日　　　本店移転

５　届出年月日

令和２年１２月７日

６　届出書の縦覧場所

⑴　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵　広島市中区国泰寺町一丁目４番２１号

広島市中区役所市民部区政調整課

７　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴　縦覧期間

　令和２年１２月１１日から令和３年４月１１日まで。ただ

し，広島市の休日を定める条例（平成３年広島市条例４９

号）に規定する休日を除く。

⑵　縦覧のできる時間帯

午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　意見書の提出

　大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により，当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は，この公告の

日から４月以内に限り，広島市に対し，意見書の提出により，

これを述べることができます。

９　意見書の提出期限及び提出先

⑴　提出期限　令和３年４月１１日

⑵　提出先

〒７３０－８５８６

広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５４１号

令和２年１２月１１日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第４項

において準用する同法第５０条の２及び中国残留邦人等の円滑な

帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の

自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４

項の規定により，次に掲げる指定介護機関から事業の廃止の届出

があったので，生活保護法第５５条の３第２号の規定により告示

します。

広島市長　　松　井　一　實

次に掲げる指定介護機関　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５４２号

⑴　縦覧期間

　令和２年１２月１１日から令和３年４月１１日まで。ただ

し，広島市の休日を定める条例（平成３年広島市条例４９

号）に規定する休日を除く。

⑵　縦覧のできる時間帯

午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　意見書の提出

　大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により，当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は，この公告の

日から４月以内に限り，広島市に対し，意見書の提出により，

これを述べることができます。

９　意見書の提出期限及び提出先

⑴　提出期限　令和３年４月１１日

⑵　提出先

〒７３０－８５８６

広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５４０号

令和２年１２月１１日

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので，同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定によ

り，次のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴　名　称　ウォンツ吉島店

⑵　所在地　広島市中区吉島西二丁目７３０番４ほか

２　大規模小売店舗を設置する者

株式会社フロリナ

代表取締役　岡　美緒

広島市安佐南区祇園五丁目４０番１３号

３　変更事項

　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び

住所並びに法人にあっては代表者の氏名

（変更前）　株式会社ハーティウォンツ

　　　　　　代表取締役　福岡　愼二

　　　　　　広島市安佐南区祇園三丁目２６番３号

（変更後①）株式会社ハーティウォンツ

　　　　　　代表取締役　福岡　愼二

　　　　　　広島市東区光町一丁目１０番１９号

（変更後②）株式会社ハーティウォンツ

　　　　　　代表取締役　福岡　愼二

　　　　　　広島市中区八丁堀１１番８号

（変更後③）�株式会社ツルハグループドラッグ＆ファーマ

シー西日本

　　　　　　代表取締役　村上　正一
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４，６４１番５の一部，６４２番，６４３番，６
４５番１，６４５番３の一部，６４５番２，６
４６番，甲６４９番，乙６４９番，６５０番，甲
６５１番，乙６５１番，６５２番，６５３番，６
５４番，６５５番，甲６５６番，乙６５６番，６
５７番の一部，６５８番１，６５８番２，６５９
番，６６０番，６６１番２，６６２番，６６３
番，６６４番，６６５番１，６６５番２，甲６６
５番３，６６５番４の一部，６６５番５の一部，
丙６６５番，６６８番，６６９番，６７０番，６
７１番，６７２番１，６７２番２，６７２番３，
６７２番４，６７２番５，６７２番６，６７２番
７，６７２番８，６７３番１，６７３番２の一
部，６７４番１，６７４番２，６７６番２，１６
８０番１，１６８１番１，１６８１番２，１６８
１番３，１６８１番４，１６８１番１０の一部，
１６８１番１１，１６８１番１２の一部，３０５
５番１，３０５５番２，３０５５番９の一部，３
０５５番１５，３０６１番１，３０６１番５の一
部，３０６３番１，３０６３番２の一部，３０６
４番，３０６５番，３０６６番，３０６７番，３
０６８番，３０６９番，３０７０番，３０７１
番，３０７２番，甲３０７３番，乙３０７３番，
甲３０７４番，乙３０７４番，丙３０７４番，丁
３０７４番，戊３０７４番，３０７５番，３０７
６番１，３０７６番２の一部，３０７７番１の一
部，３０７９番１，３０７９番３の一部，３０８
０番３の一部，甲３０８５番，乙３０８５番，
３０８６番１の一部，３０８７番３の一部，３０
８８番，３０９２番１の一部，３０９２番２の一
部，３０９９番，甲３１００番，乙３１００番，
３１０１番，３１０２番，３１０３番１，３１０
３番２，３１０４番，３１０５番，３１０６番，
３１０７番，３１０８番，甲３１０９番，乙３１
０９番，３１１０番，３１１１番，甲３１１２
番，乙３１１２番，３１１３番，３１１４番，３
１１５番，甲３１１６番，乙３１１６番，３１１
７番１，３１１８番，３１１９番１，３１１９番
２の一部，３１２０番，３１２１番１，３１２
１番２の一部，３１２１番３，３１２１番４の
一部，３１２２番１の一部，３１２２番２，３１
２２番３の一部，３１２３番，３１２４番，３１
２５番，３１２６番，３１２７番１，３１２７番
２，３１２８番，３１２９番１，３１２９番２，
３１３０番，３１３１番，３１３２番，３１３８
番８の一部，３１３９番９の一部，３１４１番１
の一部，３１４１番２の一部，甲３１４２番，乙
３１４２番，丙３１４２番，３１４３番１，３１
４３番２，３１４３番３，３１４４番１，３１４
４番３の一部，３１４４番４の一部，３１４５番
１，３１４７番２の一部，３１５１番２の一部，
３１５２番，３１５３番，甲３１５４番，乙３１
５４番，甲３１５５番１，甲３１５５番２，乙３
１５５番，丙３１５５番，３１５６番１，３１５
６番２，甲３１５７番，乙３１５７番，丙３１５
７番，３１５８番，３１５９番，３１６０番，３
１６１番１，３１６１番２，３１６２番，３１６
３番，３１６４番１，３１６４番２の一部，３１
６４番３，３１６５番１，３１６５番２の一部，
３１６６番１，３１６６番４の一部，３１９５番
１，３１９５番２の一部，３１９６番，３１９７
番１の一部，３１９７番３，３１９７番４，３１
９８番，３１９９番２の一部，３１９９番３，３
２０５番１，３２０５番２の一部，３２０６番
２の一部，３２０６番３，３２０７番，３２０８
番，甲３２０９番，乙３２０９番，丙３２０９
番，３２１０番，３２１１番，３２１２番２の一
部，３２１２番３，３２１７番の一部，１０６０
６番１，１０６０６番２，１０６２４番１の一

令和２年１２月１１日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第４項

において準用する同法第５０条の２及び中国残留邦人等の円滑な

帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の

自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４

項の規定により，次に掲げる指定介護機関から事業所等の変更の

届出があったので，生活保護法第５５条の３第２号の規定により

告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次に掲げる指定介護機関　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５４３号

令和２年１２月１１日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項

及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国

残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年

法律第３０号）第１４条第４項の規定により，介護扶助のための

介護を担当する機関として，次に掲げる介護機関を指定したの

で，生活保護法第５５条の３第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

名称 所在地 指定年月日

訪問看護よりしま 広島市安佐南区祇園二丁
目４４番６号

令和元年８月
１日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５４４号

令和２年１２月１１日

　広島市大塚中央土地区画整理組合を設立しようとする者から，

土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）第１９条第１項の

規定により施行地区となるべき区域の公告について申請があった

ので，同条第２項及び土地区画整理法施行令（昭和３０年政令第

４７号）第６８条の規定により次のとおり公告します。

　その区域を表示する図面は，この公告の日から２週間，広島市

都市整備局指導部宅地開発指導課において縦覧に供します。

　なお，施行地区となるべき地区内の宅地について未登記の借地

権を有する者は，この公告の日から１か月以内に広島市長に対し

所定の書面をもってその借地権の種類及び内容を申告しなければ

なりません。

広島市長　　松　井　一　實

施行地区となるべき区域

所在 地番
広島市安佐
南区大塚西
一丁目

甲６０４番１の一部，甲６０４番２，乙６０４番
の一部，６０５番，６０７番，６０８番，６０
９番１，６０９番２，６１０番，６１５番の一
部，６１６番の一部，６２４番２の一部，６２７
番９，６２７番１０，６３８番１の一部，６３８
番２，６３９番１，６３９番２の一部，６４０番
１，６４０番３の一部，６４１番１，６４１番
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４　変更年月日

上記２のとおり

５　届出年月日

令和２年１２月７日

６　届出書の縦覧場所

⑴　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵　広島市安佐南区古市一丁目３３番１４号

広島市安佐南区役所市民部区政調整課

７　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴　縦覧期間

　令和２年１２月１１日から令和３年４月１１日まで。ただ

し，広島市の休日を定める条例（平成３年広島市条例４９

号）に規定する休日を除く。

⑵　縦覧のできる時間帯

午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　意見書の提出

　大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により，当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は，この公告の

日から４月以内に限り，広島市に対し，意見書の提出により，

これを述べることができます。

９　意見書の提出期限及び提出先

⑴　提出期限　令和３年４月１１日

⑵　提出先

〒７３０－８５８６

広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５４６号

令和２年１２月１４日

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第５条第１

項の規定により，令和２年７月３０日付けで届出された次の大規

模小売店舗について，同法第８条第２項の規定により意見書の提

出がありましたので，同条第３項の規定により，その概要を公告

します。

広島市長　　松　井　一　實

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴　名　称　フジ古市店

⑵　所在地　広島市安佐南区大町東一丁目７７番ほか

２　提出された意見の概要

　新設の届出が提出されたことを受け，当商工会の役員会（理

事会）に供したところ，交通問題を危惧される意見が出まし

た。

　御社は，新設に伴い交通量調査にて現況を踏まえた予測を出

されておられるとは思います。しかし，当地域は，ＪＲ可部線

も近くを走り，旧道の生活道と並走してその影響は大と言えま

す。

部，１０６２５番１，１０６２５番２の一部，１
０６２５番３，１０６２６番１，１０６４４番
１，１０６４４番２，１０６４７番１，１０６４
７番２の一部，１０６４８番，１０６５０番，１
０６６１番１，１０６６５番，１０６６６番，１
０６６７番

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５４５号

令和２年１２月１１日

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので，同条第３項が準用する同法第５条第３項の規定により，次

のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴　名　称　アーバス安古市

⑵　所在地　広島市安佐南区相田一丁目１５番６ほか

２　大規模小売店舗を設置する者

株式会社ＮＩＰＰＯ

代表取締役　岩田　裕美

東京都中央区京橋一丁目１９番１１号

３　変更事項

　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び

住所並びに法人にあっては代表者の氏名

（変更前）

名称 代表者 住所

株式会社フレ
スタ

代表取締役
宗兼　邦生

広島市西区横川
町三丁目２番３
６号

株式会社ハー
ティウォンツ

代表取締役
木嶋　敬介

広島市中区八丁
堀１１番８号

（変更後１）

名称 代表者 住所

株式会社フレ
スタ

代表取締役
宗兼　邦生

広島市西区横川
町三丁目２番３
６号

株式会社ハー
ティウォンツ

代表取締役
福岡　愼二

広島市中区八丁
堀１１番８号

平成２０年５
月２１日
代表者変更

（変更後２）

名称 代表者 住所

株式会社フレ
スタ

代表取締役
宗兼　邦生

広島市西区横川
町三丁目２番３
６号

株式会社ツル
ハグループド
ラッグ＆ファ
ーマシー西日
本

代表取締役
村上　正一

広島市西区井口
明神一丁目１番
１０号

平成２７年８
月７日
代表者変更
平成２７年８
月１６日
会社合併によ
る名称変更
平成２８年１
月２５日
本店移転
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４　提出された意見書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴　縦覧期間

　令和２年１２月１４日から令和３年１月１４日まで。ただ

し，広島市の休日を定める条例（平成３年広島市条例第４９

号）第１条第１項に規定する休日を除く。

⑵　縦覧のできる時間帯

午前８時３０分から午後５時１５分まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５４８号

令和２年１２月１５日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条又は第１１条の規定に基づき保管してい

る自転車等について，所有権を取得したので告示します。

　なお，関係台帳は，広島市道路交通局自転車都市づくり推進課

において閲覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５４９号

令和２年１２月１５日

　道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第１項の規定に

基づき，次の市道の路線を廃止します。

　その関係図面は，令和２年１２月１５日から同年１月４日まで

広島市道路交通局道路管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

整理�
番号 路線名

起点
終点

17468 西５区１３
０号線

西区井口四丁目５０６番地４地先
西区井口四丁目５０６番地６地先

17469 佐伯５区４
１号線

佐伯区湯来町大字下字下松原２４７４
番地２地先
佐伯区湯来町大字下字矢流２２４７番
地地先

17470 佐伯５区１
８３号線

佐伯区湯来町大字下字下松原２４７４
番地５地先
佐伯区湯来町大字下字矢流２２１３番
地３地先

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５５０号

令和２年１２月１５日

　道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条の規定に基づき，

市道の路線を次のように認定します。

　その関係図面は，令和２年１２月１５日から同年１月４日まで

広島市道路交通局道路管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

整理番
号 路線名

起点
終点

　交通への支障回避方策はあると思いますが，呉々も問題が発

生しない様，また地元との協議を行い，交通関係には充分ご配

慮賜ります様お願い致します。

３　提出された意見書の縦覧場所

⑴　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵　広島市安佐南区古市一丁目３３番１４号

広島市安佐南区役所市民部区政調整課

４　提出された意見書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴　縦覧期間

　令和２年１２月１４日から令和３年１月１４日まで。ただ

し，広島市の休日を定める条例（平成３年広島市条例第４９

号）第１条第１項に規定する休日を除く。

⑵　縦覧のできる時間帯

午前８時３０分から午後５時１５分まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５４７号

令和２年１２月１４日

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第５条第１

項の規定により，令和２年７月３０日付けで届出された次の大規

模小売店舗について，同法第８条第２項の規定により意見書の提

出がありましたので，同条第３項の規定により，その概要を公告

します。

広島市長　　松　井　一　實

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴　名　称　フジ古市店

⑵　所在地　広島市安佐南区大町東一丁目７７番ほか

２　提出された意見の概要

・交通関係

　店舗側敷地の左端からの入店について，届出の平面図で

は，敷地外周を覆うフェンスが一部途切れていて，そこを通

る事となっていますが，里道と敷地は０．５ｍ程度の段差が

あり，高齢者が昇降するのが大変難しい状態にあります。可

能であれば，水路と平行するようにスロープを設置していた

だけないでしょうか。併せて，営業時間中だけでいいのでス

ロープ周辺に照明設置・点灯をしていただきますようお願い

します。

・騒音関係

　ドラッグストアの横の室外機置場について，室外機置場の

店舗外壁を除く３辺の仕切りは遮音壁か分かりませんが，特

に室外機番号「Ｓ０１」の騒音が大きくなっています。室外

機置場の真下の水路の対岸に今年家が建ったため，騒音への

対応が必要と考えます。

３　提出された意見書の縦覧場所

⑴　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵　広島市安佐南区古市一丁目３３番１４号

広島市安佐南区役所市民部区政調整課
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市　道 西２区２０
８号線

10.00　メートル
～

34.94

メートル
736.55

市　道 西４区５２
２号線

6.00　メートル
～

16.00

メートル
138.13

市　道 西５区１３
０号線

2.60　メートル
～
9.00

メートル
196.97

市　道 西５区４０
０号線

6.00　メートル
～

13.00

メートル
101.38

市　道 西５区４０
１号線

6.00　メートル
～

12.00

メートル
352.57

市　道 西５区４０
２号線

6.00　メートル
～

13.00

メートル
80.57

市　道 西５区４０
３号線

6.00　メートル
～

13.00

メートル
72.77

市　道 西５区４０
４号線

メートル
4.00

メートル
16.62

市　道 安佐南４区
８５０号線

6.00　メートル
～

16.00

メートル
80.60

市　道
安佐北２区
１１２６号
線

5.20　メートル
～

12.29

メートル
155.61

市　道 佐伯３区３
３２号線

5.00　メートル
～

11.93

メートル
86.10

市　道 佐伯５区４
１号線

2.80　メートル
～
3.20

メートル
51.95

市　道 佐伯５区１
８３号線

4.80　メートル
～

45.00

メートル
260.80

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５５２号

令和２年１２月１５日

　道路の供用を次のように開始するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，令和２年１２月１５日から同年１月４日まで

広島市道路交通局道路管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類 路線名 供用開始区間 供用開始の期日

市道
東４区
３１４
号線

東区牛田早稲田三丁目９１
番地４３８地先 令和２年１２月

１５日東区牛田早稲田三丁目９１
番地４１６地先

市道
西２区
２０８
号線

西区観音新町四丁目２８７
４番地１５１地先 令和２年１２月

１５日西区観音新町四丁目２８７
４番地１９２地先

17471 東４区３１
４号線

東区牛田早稲田三丁目９１番地４３８
地先
東区牛田早稲田三丁目９１番地４１６
地先

17472 西２区２０
８号線

西区観音新町四丁目２８７４番地１５
１地先
西区観音新町四丁目２８７４番地１９
２地先

17473 西４区５２
２号線

西区山田町３１番地２３地先
西区山田町３１番地７３地先

17474 西５区１３
０号線

西区井口四丁目５０６番地４地先
西区井口四丁目５０６番地６０地先

17475 西５区４０
０号線

西区井口四丁目３１番地２地先
西区井口四丁目３１番地２地先

17476 西５区４０
１号線

西区井口四丁目３１番地１３地先
西区井口四丁目３１番地６４地先

17477 西５区４０
２号線

西区井口四丁目３１番地４５地先
西区井口四丁目３１番地５１地先

17478 西５区４０
３号線

西区井口四丁目３１番地５８地先
西区井口四丁目３１番地６３地先

17479 西５区４０
４号線

西区井口四丁目３１番地７９地先
西区井口四丁目３１番地７９地先

17480 安佐南４区
８５０号線

安佐南区伴中央四丁目３３５２番地６
地先

安佐南区伴中央四丁目３３５２番地１
１地先

17481
安佐北２区
１１２６号
線

安佐北区落合三丁目２８番地１２地先

安佐北区落合三丁目２８番地３９地先

17482 佐伯３区３
３２号線

佐伯区千同三丁目３５５番地５地先
佐伯区千同三丁目３４６番地１地先

17483 佐伯５区４
１号線

佐伯区湯来町大字下字下松原２４７５
番地１地先
佐伯区湯来町大字下字下松原２４５７
番地地先

17484 佐伯５区１
８３号線

佐伯区湯来町大字下字下松原２４７４
番地５地先
佐伯区湯来町大字下字矢流２２３９番
地１地先

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５５１号

令和２年１２月１５日

　道路の区域を次のように決定したので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき，告示します。

　その関係図面は，令和２年１２月１５日から同年１月４日まで

広島市道路交通局道路管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類 路線名 敷地の幅員 敷地の延長

市　道 東４区３１
４号線

6.00　メートル
～

16.01

メートル
216.93
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　中央公園のうち旧広島市民球場跡地及び当該施設の周辺の区

域（別紙のとおり）

２　定める区域の名称

旧広島市民球場跡地イベント広場

３　開始の期日

令和２年１２月１６日

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５５４号

令和２年１２月１６日

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７１条第４項の規

定に基づき，会計管理者の事務の一部委任を次のとおり解除させ

たので告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委任の解除を受けた出納員

財政局東部市税事務所　次長　中川　智子

２　委任を解除させた事務

財政局東部市税事務所において取り扱う次に掲げる事務

⑴　市税及び県民税並びに過料並びにこれらに係る延滞金，過

少申告加算金，不申告加算金，重加算金及び滞納処分による

収納金の収納

⑵　受託徴収金の収納

⑶　地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第１６条の２第１

項の規定により納税者又は特別徴収義務者から提供を受ける

証券の出納及び保管並びに証券の取立てに要する費用の出納

⑷　児童福祉施設徴収金及び過料並びにこれらに係る延滞金及

び滞納処分による収納金の収納

⑸　市税及び県民税並びに過料並びにこれらに係る延滞金，過

少申告加算金，不申告加算金，重加算金及び滞納処分による

収納金の過誤納金の支払

⑹　市民税及び県民税の所得割から控除すべき配当割額又は株

式譲渡所得割額に係る控除不足額の還付後に生ずる戻入金の

収納

⑺　原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識再交付に係る弁

償金の収納

⑻　商品である原動機付自転車等の標識交付手数料の収納

⑼　合衆国軍隊構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動

車税に係る証紙売りさばき代金の収納

⑽　広島市証明等手数料条例（昭和３２年広島市条例第２０

号）第２条に規定する手数料の収納

⑾　広島市農林水産関係手数料条例（平成１２年広島市条例第

２３号）第２条に規定する手数料

⑿　広島市都市計画関係手数料条例（平成１２年広島市条例第

２４号）第２条に規定する手数料の収納

⒀　寄附金の収納

⒁　下水道事業受益者負担金等並びにこれに係る延滞金及び滞

納処分による収納金の収納

⒂　下水道事業受益者負担金等に係る納期前納付報奨金の繰替

市道
西４区
５２２
号線

西区山田町３１番地２３地
先 令和２年１２月

１５日西区山田町３１番地７３地
先

市道
西５区
１３０
号線

西区井口四丁目５０６番地
４地先 令和２年１２月

１５日西区井口四丁目５０６番地
６０地先

市道 西５区
４００
号線

西区井口四丁目３１番地２
地先 令和２年１２月

１５日西区井口四丁目３１番地２
地先

市道
西５区
４０１
号線

西区井口四丁目３１番地１
３地先 令和２年１２月

１５日西区井口四丁目３１番地６
４地先

市道
西５区
４０２
号線

西区井口四丁目３１番地４
５地先 令和２年１２月

１５日西区井口四丁目３１番地５
１地先

市道
西５区
４０３
号線

西区井口四丁目３１番地５
８地先 令和２年１２月

１５日西区井口四丁目３１番地６
３地先

市道
西５区
４０４
号線

西区井口四丁目３１番地７
９地先 令和２年１２月

１５日西区井口四丁目３１番地７
９地先

市道

安佐南
４区８
５０号
線

安佐南区伴中央四丁目３３
５２番地６地先 令和２年１２月

１５日安佐南区伴中央四丁目３３
５２番地１１地先

市道

安佐北
２区１
１２６
号線

安佐北区落合三丁目２８番
地１２地先 令和２年１２月

１５日安佐北区落合三丁目２８番
地３９地先

市道
佐伯３
区３３
２号線

佐伯区千同三丁目３５５番
地５地先 令和２年１２月

１５日佐伯区千同三丁目３４６番
地１地先

市道
佐伯５
区４１
号線

佐伯区湯来町大字下字下松
原２４７５番地１地先 令和２年１２月

１５日佐伯区湯来町大字下字下松
原２４５７番地地先

市道
佐伯５
区１８
３号線

佐伯区湯来町大字下字下松
原２４７４番地５地先 令和２年１２月

１５日佐伯区湯来町大字下字矢流
２２３９番地１地先

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５５３号

令和２年１２月１６日

　都市公園法第１８条の規定に基づき，中央公園の一部区域を次

のとおり定めるので，広島市公園条例（昭和３９年広島市条例第

１８号）第６条の３の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　定める区域
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広島市安佐南区の伴西五丁目，大塚西二丁目，大塚西三丁目

及び大塚西六丁目の各一部

広島市佐伯区の石内北二丁目，石内北三丁目，石内北四丁目

及び五日市町大字石内の各一部

３　縦覧場所

⑴　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

広島市都市整備局都市計画課

⑵　広島市安佐南区古市一丁目３３番１４号

安佐南区役所農林建設部建築課

⑶　広島市佐伯区海老園二丁目５番２８号

佐伯区役所農林建設部建築課

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５５７号

令和２年１２月１７日

　都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項にお

いて準用する同法第１９条第１項の規定により，広島圏都市計画

（広島平和記念都市建設計画）地区計画を変更したので，同法第

２１条第２項において準用する同法第２０条第１項の規定によ

り，次のとおり告示します。

　なお，同法第２０条第２項の規定により，関係図書を広島市都

市整備局都市計画課，安佐南区役所農林建設部建築課及び佐伯区

役所農林建設部建築課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

１　都市計画の種類，名称，位置及び区域

⑴　種類

広島圏都市計画（広島平和記念都市建設計画）地区計画

⑵　名称，位置及び区域

名称 位置及び区域

西風新都梶毛東地区
地区計画（変更）

広島市安佐南区の伴南四丁目及び伴
南五丁目の全部並びに伴西町，伴南
一丁目，大塚西五丁目及び大塚西六
丁目の各一部
広島市佐伯区の石内北二丁目の全部
並びに石内北一丁目，石内北三丁目
及び五日市町大字石内の各一部

２　縦覧場所

⑴　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

広島市都市整備局都市計画課

⑵　広島市安佐南区古市一丁目３３番１４号

安佐南区役所農林建設部建築課

⑶　広島市佐伯区海老園二丁目５番２８号

佐伯区役所農林建設部建築課

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５５８号

令和２年１２月１７日

　都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項にお

いて準用する同法第１９条第１項の規定により，広島圏都市計画

（広島平和記念都市建設計画）地区計画を変更したので，同法第

２１条第２項において準用する同法第２０条第１項の規定によ

払

⒃　広島市証明等手数料条例（昭和３２年広島市条例第２０

号）第２条第２３号に係る手数料（下水道事業に係るものに

限る。）の収納

３　解除年月日

令和２年１１月２１日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５５５号

令和２年１２月１７日

　都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項にお

いて準用する同法第１９条第１項の規定により，広島圏都市計画

（広島平和記念都市建設計画）区域区分を変更したので，同法第

２１条第２項において準用する同法第２０条第１項の規定によ

り，次のとおり告示します。

　なお，同法第２０条第２項の規定により，関係図書を広島市都

市整備局都市計画課，安佐南区役所農林建設部建築課及び佐伯区

役所農林建設部建築課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

１　都市計画の種類

広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)区域区分

２　都市計画を変更した土地の区域

広島市安佐南区の伴西五丁目，大塚西二丁目，大塚西三丁目

及び大塚西六丁目の各一部

広島市佐伯区の石内北二丁目，石内北三丁目，石内北四丁目

及び五日市町大字石内の各一部

３　縦覧場所

⑴　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

広島市都市整備局都市計画課

⑵　広島市安佐南区古市一丁目３３番１４号

安佐南区役所農林建設部建築課

⑶　広島市佐伯区海老園二丁目５番２８号

佐伯区役所農林建設部建築課

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５５６号

令和２年１２月１７日

　都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項にお

いて準用する同法第１９条第１項の規定により，広島圏都市計画

（広島平和記念都市建設計画）用途地域を変更したので，同法第

２１条第２項において準用する同法第２０条第１項の規定によ

り，次のとおり告示します。

　なお，同法第２０条第２項の規定により，関係図書を広島市都

市整備局都市計画課，安佐南区役所農林建設部建築課及び佐伯区

役所農林建設部建築課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

１　都市計画の種類

広島圏都市計画(広島平和記念都市建設計画)用途地域

２　都市計画を変更した土地の区域
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（広島平和記念都市建設計画）地区計画を変更したので，同法第

２１条第２項において準用する同法第２０条第１項の規定によ

り，次のとおり告示します。

　なお，同法第２０条第２項の規定により，関係図書を広島市都

市整備局都市計画課及び安佐南区役所農林建設部建築課において

縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

１　都市計画の種類，名称，位置及び区域

⑴　種類

広島圏都市計画（広島平和記念都市建設計画）地区計画

⑵　名称，位置及び区域

名称 位置及び区域
西風新都大塚西三丁
目４番ほか地区
地区計画（変更）

広島市安佐南区の大塚西二丁目，大
塚西三丁目及び大塚西六丁目の各一
部

２　縦覧場所

⑴　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

広島市都市整備局都市計画課

⑵　広島市安佐南区古市一丁目３３番１４号

安佐南区役所農林建設部建築課

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５６１号

令和２年１２月１７日

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第５２条第１項第７

号，第５３条第１項第６号，第５６条第１項第２号ニ及び別表第

３の５の項（に）の欄の規定に基づき，広島圏都市計画区域内の

用途地域の指定のない区域のうち市街化調整区域内の建築物につ

いて，容積率，建蔽率及び建築物の各部分の高さの限度を変更し

たので告示します。

　なお，この関係図書は広島市都市整備局指導部建築指導課にお

いて縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

第５２条第１項第７号の規定に基づき定
める区域

第５２条第１項第７
号の規定に基づき定
める数値

１�　市街化調整区域のうち２の項から５
の項までに掲げる区域を除く区域 １０分の１０

２�　平成１６年広島市告示第２１２号
（以下「旧告示」という。）の施行の
際，次の各号のいずれかに該当する区
域
　⑴�　旧告示の施行の際，現に存する建
築物又は現に建築，修繕若しくは模
様替の工事中の建築物の敷地の区域
で容積率が１０分の１０を超えてい
る区域

　⑵�　都市計画法（昭和４３年法律第１
００号）第４１条第１項の規定に基
づき容積率が１０分の１０を超え１
０分の２０以下と定められている区
域

１０分の２０

り，次のとおり告示します。

　なお，同法第２０条第２項の規定により，関係図書を広島市都

市整備局都市計画課及び佐伯区役所農林建設部建築課において縦

覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

１　都市計画の種類，名称，位置及び区域

⑴　種類

広島圏都市計画（広島平和記念都市建設計画）地区計画

⑵　名称，位置及び区域

名称 位置及び区域
西風新都梶毛東工業
地区
地区計画（変更）

広島市佐伯区の石内北四丁目及び石
内北五丁目の全部並びに石内北一丁
目及び五日市町大字石内の各一部

２　縦覧場所

⑴　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

広島市都市整備局都市計画課

⑵　広島市佐伯区海老園二丁目５番２８号

佐伯区役所農林建設部建築課

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５５９号

令和２年１２月１７日

　都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項にお

いて準用する同法第１９条第１項の規定により，広島圏都市計画

（広島平和記念都市建設計画）地区計画を変更したので，同法第

２１条第２項において準用する同法第２０条第１項の規定によ

り，次のとおり告示します。

　なお，同法第２０条第２項の規定により，関係図書を広島市都

市整備局都市計画課及び安佐南区役所農林建設部建築課において

縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

１　都市計画の種類，名称，位置及び区域

⑴　種類

広島圏都市計画（広島平和記念都市建設計画）地区計画

⑵　名称，位置及び区域

名称 位置及び区域
西風新都奥畑地区
地区計画（変更） 広島市安佐南区伴西五丁目の一部

２　縦覧場所

⑴　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

広島市都市整備局都市計画課

⑵　広島市安佐南区古市一丁目３３番１４号

安佐南区役所農林建設部建築課

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５６０号

令和２年１２月１７日

　都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項にお

いて準用する同法第１９条第１項の規定により，広島圏都市計画
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　�境界線までの水平距離のうち最小のも
のに相当する距離を加えたものに２．
５を乗じて得たもの」と定める区域

法別表第３の５の項（に）の欄の規定に
基づき定める区域

法別表第３の５の項
（に）の欄の規定に
基づき定める数値

１�　市街化調整区域のうち２の項及び３
の項に掲げる区域を除く区域 １．２５

２�　旧告示の施行の際，都市計画法第４
１条第１項の規定に基づき建築物の各
部分の高さの制限について「近隣商業
地域に準ずる」又は「商業地域に準ず
る」と定められている区域

１．５

３�　都市計画法第１２条の４第１項の規
定に基づく地区計画の区域（別図２の
Ａ並びに別図３のＢ並びに別図５のＤ
の部分に限る。）内において，同法第
１２条の５第７項の規定に基づき，建
築物の高さの最高限度について「前面
道路の反対側の境界線までの水平距離
に１．５を乗じて得たもの」と定める
区域

１．５

別図１～別図５　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５６２号

令和２年１２月１７日

　農業振興地域の整備に関する法律（昭和４４年法律第５８号）

第７条第１項の規定により，平成２９年広島市告示第３２３号で

指定された広島農業振興地域の区域を次のとおり変更します。

　なお，関係図面は，広島市経済観光局農林水産部農政課におい

て縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

地域 区域
安佐南区沼田町
旧戸山村

　別図で赤色に着色した部分（平成１７年広
島県告示第１３４８号で太田川地域森林計画
に定められた沼田町の民有林の林班番号１か
ら６０までの区域）に該当する土地の区域を
除いた区域

安佐北区白木町 　別図で紫色に着色した部分（平成１１年農
林水産省訓令第２号に基づき定められた国有
林の林班番号２８，３４，４６１，４６４及
び官行造林地のうち大字秋山字大槌山６４，
字藪山４８５，字垣上山１４８番地の１，大
字市川字三度木山８８６番地〔ただし，１，
１１，１５〕の区域），別図で赤色に着色し
た部分（平成１７年広島県告示第１３４８号
で太田川地域森林計画に定められた白木町の
民有林の林班番号２０，６９，７２，１２０
から１２９まで，１３２，１３３，１３６，
１３８の区域）に該当する土地の区域を除い
た区域

安佐北区の狩留
家町，小河原町
及び上深川町

　別図で黄色に着色した部分（平成７年広島
県告示第１１３３号〔昭和４６年に指定さ
れた都市計画区域を含む。〕及び平成１６年
広島県告示第７９１号で定められた都市計画
の市街化区域），別図で紫色に着色した部分
（平成１１年農林水産省訓令第２号に基づき
定められた国有林の林班番号３４から３７ま

３�　旧告示の施行の際，都市計画法第４
１条第１項の規定に基づき容積率が１
０分の２０を超え１０分の３０以下と
定められている区域

１０分の３０

４�　旧告示の施行の際，都市計画法第４
１条第１項の規定に基づき容積率が１
０分の３０を超えて定められている区
域

１０分の４０

５�　都市計画法第１２条の４第１項の規
定に基づく地区計画の区域（別図２
のＡ並びに別図３のＢ並びに別図４の
Ｃ並びに別図５のＤ及びＥの部分に限
る。）内において，同法第１２条の５
第７項の規定に基づき容積率を１０分
の２０と定める区域

１０分の２０

第５３条第１項第６号の規定に基づき定
める区域

第５３条第１項第６
号の規定に基づき定
める数値

１�　市街化調整区域のうち２の項から５
の項に掲げる区域を除く区域 １０分の５

２�　旧告示の施行の際，次の各号のいず
れかに該当する区域

　⑴�　旧告示施行の際，現に存する建築
物又は現に建築，修繕若しくは模様
替の工事中の建築物の敷地の区域で
建蔽率が１０分の５を超えている区
域

　⑵�　都市計画法第４１条第１項の規定
に基づき建蔽率が１０分の５を超え
１０分の６以下と定められている区
域

１０分の６

３�　旧告示の施行の際，都市計画法第４
１条第１項の規定に基づき建蔽率が１
０分の６を超えて定められている区域

１０分の７

４�　都市計画法第１２条の４第１項の規
定に基づく地区計画の区域（別図３の
Ｂ並びに別図４のＣ並びに別図５のＥ
の部分に限る。）内において，同法第
１２条の５第７項の規定に基づき建蔽
率を１０分の６と定める区域

１０分の６

５�　都市計画法第１２条の４第１項の規
定に基づく地区計画の区域（別図２の
Ａ及び別図５のＤの部分に限る。）内
において，同法第１２条の５第７項の
規定に基づき建蔽率を１０分の７と定
める区域

１０分の７

第５６条第１項第２号ニの規定に基づき
定める区域

第５６条第１項第２
号ニの規定に基づき
定める数値

１�　市街化調整区域のうち２の項及び３
の項に掲げる区域を除く区域 １．２５

２�　旧告示の施行の際，都市計画法第４
１条第１項の規定に基づき建築物の各
部分の高さの制限について「近隣商業
地域に準ずる」又は「商業地域に準ず
る」と定められている区域

２．５

３�　都市計画法第１２条の４第１項の規
定に基づく地区計画の区域（別図２の
Ａ並びに別図３のＢ並びに別図５のＤ
の部分に限る。）内において，同法第
１２条の５第７項の規定に基づき，建
築物の高さの最高限度について「隣地

２．５
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２１年広島県告示第３３４号，平成２７年広
島市告示第３４８号，平成２９年広島市告示
第３１３号及び令和２年広島市告示第５５５
号で定められた都市計画の市街化区域），別
図で紫色に着色した部分（平成１１年農林水
産省訓令第２号に基づき定められた国有林の
林班番号６８の区域），別図で赤色に着色し
た部分（平成１７年広島県告示第１３４８号
で太田川地域森林計画に定められた五日市町
の民有林の林班番号２，４から１０まで，１
３から１７まで，１９，２１，３０から３３
まで，５３から５６まで，６３，７１から７
５まで及び８２の区域），別図で青色に着色
した部分（平成１６年広島県告示第７９３号
及び広島市報第２３８号で定められた港湾法
に基づく臨港地区）に該当する土地の区域を
除いた区域

佐伯区の石内北
一丁目，石内北
二丁目，石内北
三丁目，石内北
四丁目，石内北
五丁目，石内東
一丁目，石内東
二丁目，石内東
三丁目及び石内
東四丁目，五日
市町大字石内

　別図で黄色に着色した部分（平成２７年広
島市告示第３４８号，平成２９年広島市告示
第３１３号及び令和２年広島市告示第５５５
号で定められた都市計画の市街化区域）に該
当する土地の区域を除いた区域

別図　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５６３号

令和２年１２月１７日

　都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項にお

いて準用する同法第１９条第１項の規定により，広島圏都市計画

（広島平和記念都市建設計画）下水道を変更したので，同法第２

１条第２項において準用する同法第２０条第１項の規定により，

次のとおり告示し，同条第２項により同法第１４条第１項に規定

する図書を縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

１　都市計画の種類

広島圏都市計画（広島平和記念都市建設計画）下水道

広島公共下水道

２　都市計画を変更する土地の区域

広島市南区の仁保二丁目の一部，広島市安佐南区の伴西五丁

目，大塚西二丁目，大塚西三丁目及び大塚西六丁目の各一

部，広島市佐伯区の石内北一丁目，石内北二丁目，石内北三

丁目，石内北四丁目，石内北五丁目及び五日市町大字石内の

各一部

３　図書の縦覧場所

広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

広島市都市整備局都市計画課

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５６４号

令和２年１２月１７日

　開発行為に関する工事が完了したので，都市計画法（昭和４３

での区域），別図で赤色に着色した部分（平
成１７年広島県告示第１３４８号で太田川地
域森林計画に定められた旧高陽町の民有林の
林班番号４９〔ただし，４０２番地から４２
９番地まで，４３１番地及び４３９番地〕，
５２から５４まで，５５〔ただし，４３９番
地〕，５６〔ただし，５３２番地の１〕，６
１，６４，６８，７０，７１〔ただし，６６
０番地の１から３まで及び６８１番地の１〕
の区域）に該当する土地の区域を除いた区域

安佐北区可部町 　大字大林字洗川，柳河，蛇池，弓場及び
堂ヶ原に該当する土地の区域

安佐北区安佐町 　別図で黄色に着色した部分（平成１６年広
島県告示第７９１号で定められた都市計画
の市街化区域），別図で紫色に着色した部分
（平成１１年農林水産省訓令第２号に基づき
定められた国有林の林班番号２６，４９から
５２まで，５５から５７までの区域），別図
で赤色に着色した部分（平成１７年広島県告
示第１３４８号で太田川地域森林計画に定め
られた安佐町の民有林の林班番号５，１１か
ら１６，２３から２５，３９，５５，５６，
６０，７２，７５，７８，８０，８２，８４
から９１まで，９３，１０７，１１５，１１
６，１１８，１１９，１２３から１２８ま
で，１３６，１３８，１４３，１４８のろ，
１４９のろ及び１５４の区域）に該当する土
地の区域を除いた区域

安芸区阿戸町 　別図で紫色に着色した部分（平成１１年農
林水産省訓令第２号に基づき定められた国
有林の林班番号５５４，５５５，５５６及び
５６２の区域），別図で赤色に着色した部分
（平成１７年広島県告示第１３４８号で太田
川地域森林計画に定められた阿戸町の民有林
の林班番号１〔ただし，れ，そ及びつを除
く。〕の区域）に該当する土地の区域を除い
た区域

佐伯区湯来町 　別図で紫色に着色した部分（平成１１年農
林水産省訓令第２号に基づき定められた国有
林の林班番号２０１から２１８まで，２３４
及び２３５の区域），別図で赤色に着色した
部分（平成１７年広島県告示第１３４８号で
太田川地域森林計画に定められた湯来町の民
有林の林班番号１１，１３から１７まで，１
９から２１まで，２６から３０まで，４０，
４１，４２，４３，４６から５３まで，５７
から５９まで，６１から６７まで，７７から
７９まで，８４，８５，８８から９９まで，
１０２，１０４から１０９まで，１１２，１
１３，１１５から１２３まで，１２５から１
３３まで，１３５から１３８まで，１４０か
ら１４３まで，１４６，１４８から１５３ま
で，１５６から１７５まで，１７７から１７
９まで，１８９及び１９０の区域），別図で
黄色に着色した部分（平成２３年広島市告示
第２４１号で定められた都市計画の用途地域
のうち大字伏谷字西川角４３番１及び６２番
１を除いた区域）に該当する土地の区域を除
いた区域

佐伯区五日市町 　別図で黄色に着色した部分（昭和４６年広
島県告示第２５９号，昭和５４年広島県告示
第５０４号，昭和６２年広島県告示第１８４
号，平成３年広島県告示第１０７１号，平成
４年広島県告示第５０１号，平成７年広島県
告示第１１３３号，平成１１年広島県告示第
３７２号，平成１２年広島県告示第８７６
号，平成１６年広島県告示第７９１号，平成
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３０号）第１４条第４項の規定により，次に掲げる指定医療機関

から廃止の届出があったので，生活保護法第５５条の３第２号の

規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次に掲げる指定医療機関　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５６７号

令和２年１２月１８日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条第１項及び

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留

邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律

第３０号）第１４条第４項の規定により，医療扶助のための施術

者として，次に掲げる者を指定したので，生活保護法第５５条の

３第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次に掲げる者　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５６８号

令和２年１２月１８日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条第２項にお

いて準用する同法第５０条の２及び中国残留邦人等の円滑な帰国

の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立

の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の

規定により，医療扶助のための施術者の廃止の届出があったの

で，生活保護法第５５条の３第２号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

医療扶助のための施術者　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５６９号

令和２年１２月１８日

　広島市公印管理規則（昭和２７年広島市規則第３９号）第９条

第１項及び第２項の規定に基づき，印影の印刷により公印の押な

つに代えることを承認した次の文書については，令和２年１１月

１０日をもって，印影の印刷により公印の押なつに代えることを

やめましたので，告示します。

広島市長　　松　井　一　實

文書名 告示日
告示番号

印影を印刷する
公印の名称

市民税・県民税納税
通知書（変更）

平成２６年３月１７日
広島市告示第１２６号 市長印

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５７０号

令和２年１２月１８日

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７１条第４項の規

定に基づき，財政局税務部東部市税事務所の事務の一部委任を次

年法律第１００号）第３６条第３項の規定により次のとおり公告

します。

広島市長　　松　井　一　實

１　開発区域又は工区に含まれる地域の名称

広島市安佐南区伴中央六丁目の４４２３番１，４４２６番２

の一部，４４２９番１，４４３０番１，４４３５番１の一

部，４４３５番２の一部，４４３６番１，４４３６番２，４

４３７番１，４４３７番４，４４３８番１，４４４２番の一

部，４４４３番の一部，４４４４番の一部，４４２４番１の

一部，４４２４番３，４４２４番５の一部，４４２５番１の

一部，４４２７番１，４４２７番２，４４３２番１，４４３

２番２，４４３２番３，４４２２番１，４４２２番２，４４

２２番３，４４２１番１，４４４０番１，４４４０番２，４

４４０番３，４４４５番１の一部，４４４１番の一部及び４

４３３番の一部

２　開発面積

９，９３３．８５㎡

３　許可を受けた者の住所及び氏名

広島県福山市南蔵王町一丁目６番１１号

株式会社エブリイ

代表取締役　岡㟢浩樹

４　検査済証交付年月日

令和２年１２月１７日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５６５号

令和２年１２月１８日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条及び中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０

号）第１４条第４項の規定により，医療扶助のための医療を担当

する機関として，次に掲げる機関を指定したので，生活保護法第

５５条の３第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

名称 所在地 指定年月日 指定有効期限

北本歯科医院 広島市西区古江
新町３－４

令和２年１１
月２日

令和８年１１
月１日

いねだ薬局
広島市安佐北区
白木町秋山２３
１９－１４

令和２年１２
月１日

令和８年１１
月３０日

訪問看護ステ
ーション鈴が
峰

広島市佐伯区五
日市町皆賀１０
４－２７

令和２年４月
１日

令和８年３月
３１日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５６６号

令和２年１２月１８日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２及び中

国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦

人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第
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令和２年１２月２０日

２　下水を処理する区域並びに終末処理場の位置及び名称

別紙のとおり。

（別　紙）

下水を処理する区域 終末処理場の位置�
及び名称区名 町名

安佐南区 大町東二丁目，大町西三丁
目及び伴東七丁目の各一部 位置：�広島市西区扇一

丁目１番１号
名称：�広島市西部水資

源再生センター
安佐北区 深川一丁目，可部町及び安

佐町の各一部
佐伯区 千同三丁目の一部

南区 黄金山町の一部

位置：�広島市南区向洋
沖町１番１号

名称：�太田川流域下水
道東部浄化セン
ター

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５７３号

令和２年１２月２１日

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので，同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定によ

り，次のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴　名　称　フジグラン緑井

⑵　所在地　広島市安佐南区緑井一丁目１番

２　大規模小売店舗を設置する者

緑井まちづくり株式会社

代表取締役　吉本　泰徳

広島市安佐南区緑井一丁目５番１－３０８号

ほか４法人，１８名

３　変更事項

　大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては代表者の氏名

（変更前）　氏名　　爲重　才覚

　　　　　　住所　　�神奈川県横浜市鶴見区豊岡町４番２１

－５０７号

（変更後）　氏名　　爲重　才覚

　　　　　　住所　　�新潟県新潟市西区内野山手二丁目２番

１０号アクシア山手２０３

４　変更年月日

令和２年２月２５日

５　届出年月日

令和２年１２月１７日

６　届出書の縦覧場所

⑴　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵　広島市安佐南区古市一丁目３３番１４号

のとおり解除したので告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委任の解除を受けた物品出納員

財政局税務部東部市税事務所　次長　中川　智子

２　解除した事務

　財政局税務部東部市税事務所における物品の出納保管に関す

る事務

３　解除年月日

令和２年１１月２１日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５７１号

令和２年１２月１８日

　公共下水道の供用を次のとおり開始するので，下水道法（昭和

３３年法律第７９号）第９条第１項の規定により告示します。

　なお，関係図面は，下水道局施設部計画調整課において縦覧に

供します。

広島市長　　松　井　一　實

１　供用を開始する年月日

令和２年１２月２０日

２　下水を排除する区域及び排水施設の方式

別紙のとおり。

３　供用を開始する排水施設の位置

　下水道局施設部計画調整課において縦覧に供する関係図面の

とおり。

（別　紙）

区分
下水を排除する区域 排水施設

の方式区名 町名

汚水及び�
雨水を排除

南区 黄金山町の一部

分流

安佐南区 大町西三丁目の一部
佐伯区 千同三丁目の一部

汚水を排除
安佐南区 大町東二丁目及び伴東七丁

目の各一部

安佐北区 深川一丁目，可部町及び安
佐町の各一部

雨水を排除 安佐北区 亀山南二丁目の一部

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５７２号

令和２年１２月１８日

　公共下水道及び流域下水道の終末処理場による下水の処理を，

次のとおり開始するので，下水道法（昭和３３年法律第７９号）

第９条第２項において準用する同条第１項の規定により告示しま

す。

　なお，関係図面は，下水道局施設部計画調整課において縦覧に

供します。

広島市長　　松　井　一　實

１　下水の処理を開始する年月日



広　　島　　市　　報 第１０８８号　―３１―令和３年２月１日

広島市長　　松　井　一　實

１　指定に係る公の施設

広島市総合福祉センター

２　指定の相手方

広島市南区松原町５番１号

社会福祉法人広島市社会福祉協議会

３　指定の期間

令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５７６号

令和２年１２月２３日

　広島市市営駐車場条例（昭和４５年広島市条例第１３号）第６

条の規定に基づき，道路附属物駐車場の休止を次のとおり告示し

ます。

広島市長　　松　井　一　實

１　休止する駐車場，区画数及び期間

駐車場名 休止する日時

広島市市営中央
駐車場

令和３年１月２日（土）午前１時から同日
午前６時３０分まで及び同月３日（日）午
前１時から同日６時３０分まで

２　休止する理由

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５７７号

令和２年１２月２８日

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７８条の５第２項の

規定により，次に掲げる者から指定地域密着型サービス事業の廃

止の届出があったので，同法第７８条の１１第２号の規定により

告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次に掲げる者　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５７８号

令和２年１２月２８日

　広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関す

る要綱第６条第５項の規定により，次に掲げる者から指定事業者

の廃止の届出があったので，同要綱第７条第１項の規定により告

示します。

広島市長　　松　井　一　實

次に掲げる者　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５７９号

令和２年１２月２８日

　広島市公印管理規則（昭和２７年広島市規則第３９号）第９条

第１項及び第２項の規定に基づき，次の文書については，印影の

広島市安佐南区役所市民部区政調整課

７　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴　縦覧期間

　令和２年１２月２１日から令和３年４月２１日まで。ただ

し，広島市の休日を定める条例（平成３年広島市条例４９

号）に規定する休日を除く。

⑵　縦覧のできる時間帯

午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　意見書の提出

　大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により，当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は，この公告の

日から４月以内に限り，広島市に対し，意見書の提出により，

これを述べることができます。

９　意見書の提出期限及び提出先

⑴　提出期限　令和３年４月２１日

⑵　提出先

〒７３０－８５８６

広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５７４号

令和２年１２月２１日

　開発行為に関する工事が完了したので，都市計画法（昭和４３

年法律第１００号）第３６条第３項の規定により次のとおり公告

します。

広島市長　　松　井　一　實

１　開発区域又は工区に含まれる地域の名称

広島市安佐南区伴東七丁目の５６５７番１の一部，５６５７

番２の一部，５６５７番３，５６８３番１の一部，５６８３

番３の一部，５６５４番１，５６５４番３，５６５４番４，

５６５３番６，５６５３番７，５６８４番３，５６５３番

１，５６８６番１及び５６８５番１

２　開発面積

２，３７７．１０㎡

３　許可を受けた者の住所及び氏名

岡山県岡山市中区清水３６９番地２

株式会社ザグザグ

代表取締役　森　信

４　検査済証交付年月日

令和２年１２月２１日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５７５号

令和２年１２月２２日

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項

の規定に基づき，広島市総合福祉センターの指定管理者を次のと

おり指定したので，広島市総合福祉センター条例（平成２８年広

島市条例第１９号）第１５条第３項の規定により告示します。
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下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第２３６号

令 和 ２ 年 １ ２ 月 １ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第２３７号

令 和 ２ 年 １ ２ 月 １ 日

　本市が管理する駐輪場内に，長期間駐車されていた下記自転車

等については，１１月２５日に広島市西部自転車等保管所へ移動

したので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第２３８号

令 和 ２ 年 １ ２ 月 １ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第２３９号

令 和 ２ 年 １ ２ 月 １ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第２４０号

令 和 ２ 年 １ ２ 月 ８ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

印刷により公印の押なつに代えることを承認したので，告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

文書名 印影を印刷する
公印の名称

・�　軽自動車税（種別割）納税通知書兼軽自
動車税（種別割）納税証明書（継続検査
用）（中国５県外用）

・�　軽自動車税（種別割）納税通知書兼軽自
動車税（種別割）納税証明書（継続検査
用）（中国５県内用）

・�　軽自動車税（種別割）納税通知書（口座
振替用）（随時分）

・�　軽自動車税（種別割）納税通知書兼領収
証書兼軽自動車税（種別割）納税証明書
（継続検査用）（中国５県外用）

・�　軽自動車税（種別割）納税通知書兼領収
証書兼軽自動車税（種別割）納税証明書
（継続検査用）（中国５県内用）

・�　軽自動車税（種別割）納税通知書（口座
振替用）（当初分）

市長印

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第２３３号

令 和 ２ 年 １ ２ 月 １ 日

　本市が管理する駐輪場内に，長期間駐車されていた下記自転車

等については，１１月１９日に広島市西部自転車等保管所へ移動

したので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第２３４号

令 和 ２ 年 １ ２ 月 １ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第２３５号

令 和 ２ 年 １ ２ 月 １ 日

　本市が管理する駐輪場内に，長期間駐車されていた下記自転車

等については，１１月２０日に広島市西部自転車等保管所へ移動

したので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實
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次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第２４６号

令 和 ２ 年 １ ２ 月 １ ５ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第２４７号

令 和 ２ 年 １ ２ 月 １ ５ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第２４８号

令 和 ２ 年 １ ２ 月 １ ５ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第２４９号

令 和 ２ 年 １ ２ 月 １ ５ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第２５０号

令 和 ２ 年 １ ２ 月 ２ ８ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第２４１号

令 和 ２ 年 １ ２ 月 ８ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第２４２号

令 和 ２ 年 １ ２ 月 ８ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第２４３号

令 和 ２ 年 １ ２ 月 ８ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第２４４号

令 和 ２ 年 １ ２ 月 ８ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第２４５号

令 和 ２ 年 １ ２ 月 １ ５ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により
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令 和 ２ 年 １ ２ 月 ２ ８ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第２５６号

令 和 ２ 年 １ ２ 月 ２ ８ 日

　本市が管理する駐輪場内に，長期間駐車されていた下記自転車

等については，１２月２１日に広島市西部自転車等保管所へ移動

したので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第２５７号

令 和 ２ 年 １ ２ 月 ２ ８ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第２５８号

令 和 ２ 年 １ ２ 月 ２ ８ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第２５９号

令 和 ２ 年 １ ２ 月 ２ ８ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第２５１号

令 和 ２ 年 １ ２ 月 ２ ８ 日

　本市が管理する駐輪場内に，長期間駐車されていた下記自転車

等については，１２月１２日に広島市西部自転車等保管所へ移動

したので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第２５２号

令 和 ２ 年 １ ２ 月 ２ ８ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第２５３号

令 和 ２ 年 １ ２ 月 ２ ８ 日

　本市が管理する駐輪場内に，長期間駐車されていた下記自転車

等については，１２月１７日に広島市西部自転車等保管所へ移動

したので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第２５４号

令 和 ２ 年 １ ２ 月 ２ ８ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第２５５号
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次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（東区）第９１号

令 和 ２ 年 １ ２ 月 ２ ４ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車を撤去し，保

管したので，同条例第１２条第１項の規定により次のとおり告示

します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第１６４号

令 和 ２ 年 １ ２ 月 １ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第１６５号

令 和 ２ 年 １ ２ 月 ３ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第１６６号

令 和 ２ 年 １ ２ 月 ３ 日

　広島駅南口第三Ａ自転車等駐車場及び広島駅南口第三Ｂ自転車

等駐車場に長期間駐車されていた下記の自転車等については，令

和２年１２月２日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告

示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第１６７号

令 和 ２ 年 １ ２ 月 ７ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第１６８号

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第２６０号

令 和 ２ 年 １ ２ 月 ２ ８ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（東区）第８７号

令 和 ２ 年 １ ２ 月 ３ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車を撤去し，保

管したので，同条例第１２条第１項の規定により次のとおり告示

します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（東区）第８８号

令 和 ２ 年 １ ２ 月 ８ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車を撤去し，保

管したので，同条例第１２条第１項の規定により次のとおり告示

します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（東区）第８９号

令 和 ２ 年 １ ２ 月 １ ６ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車を撤去し，保

管したので，同条例第１２条第１項の規定により次のとおり告示

します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（東区）第９０号

令 和 ２ 年 １ ２ 月 １ ６ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車を撤去し，保

管したので，同条例第１２条第１項の規定により次のとおり告示

します。

広島市長　　松　井　一　實
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　青崎駐輪場に，長期間駐車されていた下記の自転車等について

は，令和２年１２月１７日に広島市西部自転車等保管所へ移動し

たので，告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第１７５号

令 和 ２ 年 １ ２ 月 ２ １ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第１７６号

令 和 ２ 年 １ ２ 月 ２ ２ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第１７７号

令 和 ２ 年 １ ２ 月 ２ ４ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第１７８号

令 和 ２ 年 １ ２ 月 ２ ４ 日

　稲荷町自転車等駐車場に長期間駐車されていた下記の自転車等

については，令和２年１２月２３日に広島市西部自転車等保管所

へ移動したので，告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第１７９号

令 和 ２ 年 １ ２ 月 ２ ５ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

令 和 ２ 年 １ ２ 月 ８ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第１６９号

令 和 ２ 年 １ ２ 月 ９ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第１７０号

令 和 ２ 年 １ ２ 月 １ ４ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第１７１号

令 和 ２ 年 １ ２ 月 １ ４ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第１７２号

令 和 ２ 年 １ ２ 月 １ ５ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第１７３号

令 和 ２ 年 １ ２ 月 １ ８ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第１７４号

令 和 ２ 年 １ ２ 月 １ ８ 日
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別表　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第１１０号

令 和 ２ 年 １ ２ 月 １ ４ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

別表の自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

別表　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第１１１号

令 和 ２ 年 １ ２ 月 ２ １ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

別表の自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

別表　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第１１２号

令 和 ２ 年 １ ２ 月 ２ ３ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

別表の自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

別表　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第１２２号

令 和 ２ 年 １ ２ 月 ３ 日

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のように指定しました。

　この関係図書は，広島市安佐南区役所農林建設部建築課におい

て一般に縦覧します。

広島市長　　松　井　一　實

１　指定番号　　　第１６号

２　指定年月日　　令和２年１２月３日

３　道路の位置　　広島市安佐南区長束西二丁目３５番１の一部

４　幅員及び延長　幅員　　４．４９メートル～５．４０メートル

　　　　　　　　　延長　　３０．９３メートル

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第１２３号

令 和 ２ 年 １ ２ 月 １ １ 日

　長期間駐車されていた下記自転車等については，令和２年１２

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第１８０号

令 和 ２ 年 １ ２ 月 ２ ５ 日

　天神川駅南駐輪場に，長期間駐車されていた下記の自転車等に

ついては，令和２年１２月２４日に広島市西部自転車等保管所へ

移動したので，告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第１８１号

令 和 ２ 年 １ ２ 月 ２ ５ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第１０７号

令 和 ２ 年 １ ２ 月 １ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

別表の自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

別表　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第１０８号

令 和 ２ 年 １ ２ 月 ９ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

別表の自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

別表　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第１０９号

令 和 ２ 年 １ ２ 月 ９ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

別表の自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實
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は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第１３８号

令 和 ２ 年 １ ２ 月 １ 日

　安佐北区の無料駐輪場内に，長期間駐車されていた別紙の自転

車等については，１１月２６日に広島市西部自転車等保管所へ移

動したので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申し出のない自転車等につい

ては，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第１３９号

令 和 ２ 年 １ ２ 月 １ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により，１１月２６日に別

紙のとおり自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の

規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第１４０号

令 和 ２ 年 １ ２ 月 ８ 日

　道路の区域を次のように変更するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，令和２年１２月８日から同月２２日まで安佐

北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類 路線名 変更区間 旧新

別
敷地の幅員
（ｍ）

敷地の延長
（ｍ）

主要
地方道

広島豊
平線

安佐北区安
佐町大字久
地字城下４
４３８番７
地先から
安佐北区安
佐町大字久
地宇城下４
４８６番１
地先まで

旧
10.00
～
14.00

63.00

新
13.50
～
18.50

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第１４１号

令 和 ２ 年 １ ２ 月 ８ 日

　道路の供用を次のように開始するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

月１０日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示しま

す。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第１２４号

令 和 ２ 年 １ ２ 月 ２ １ 日

　次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を変更しま

す。

　その関係図面は，令和２年１２月２２日から令和３年１月１２

日まで，広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において一般

の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

区分 新旧
別 路線名等 所在（起点及び終点）

里道

旧

安佐南３区１
５７号里道

安佐南区祇園七丁目３７２番地
先から
安佐南区祇園七丁目３５９番１
地先まで

新

安佐南区祇園七丁目３７２番地
先から
安佐南区祇園七丁目３６４番１
地先まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第１２５号

令 和 ２ 年 １ ２ 月 ２ ３ 日

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のように指定しました。

　この関係図書は，広島市安佐南区役所農林建設部建築課におい

て一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

１　指定番号　　　第１７号

２　指定年月日　　令和２年１２月２３日

３　道路の位置　　�広島市安佐南区山本五丁目の７０１番４の一

部，７０２番４の一部，７０３番１の一部，

７０３番２の一部及び７０１番４地先水路

４　幅員及び延長　幅員　　４．１６～６．２９メートル

　　　　　　　　　延長　　４９．９９メートル

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第１２６号

令 和 ２ 年 １ ２ 月 ２ ４ 日

　長期間駐車されていた下記自転車等については，令和２年１２

月２２日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示しま

す。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について
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広島市長　　松　井　一　實

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第１４５号

令 和 ２ 年 １ ２ 月 ２ ４ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により１２月２２日に別紙

のとおり自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規

定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第１４６号

令 和 ２ 年 １ ２ 月 ２ ５ 日

　道路の区域を次のように変更するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，令和２年１２月２５日から令和３年１月８日

まで安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類 路線名 変更区間 旧新

別
敷地の幅員
（ｍ）

敷地の延長
（ｍ）

市道

安佐北
３区
可部大
毛寺線

安佐北区可
部東二丁目
９７５番地
１地先から
安佐北区可
部東四丁目
５５９番地
３地先まで

旧
12.00
～
31.00

517.00

新
12.00
～
33.00

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第１４７号

令 和 ２ 年 １ ２ 月 ２ ５ 日

　道路の供用を次のように開始するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，令和２年１２月２５日から令和３年１月８日

まで安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類 路線名 供用開始区間 供用開始の期日

市道

安佐北
３区
可部大
毛寺線

安佐北区可部東二丁目９７
５番地１地先から
安佐北区可部東四丁目５５
９番地３地先まで

令和２年１２月
２５日

市道

安佐北
３区
高陽可
部線

安佐北区可部東二丁目９７
３番地１６地先から
安佐北区可部東二丁目９７
７番地８地先まで

令和２年１２月
２５日

　その関係図面は，令和２年１２月８日から同月２２日まで安佐

北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類 路線名 供用開始区間 供用開始の期日

主要
地方道

広島豊
平線

安佐北区安佐町大字久地字
城下４４３８番７地先から
安佐北区安佐町大字久地宇
城下４４８６番１地先まで

令和２年１２月
８日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第１４２号

令 和 ２ 年 １ ２ 月 １ ７ 日

　次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を変更しま

す。

　その関係図面は，令和２年１２月１７日から同月３１日まで，

広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に

供します。

広島市長　　松　井　一　實

区分 新旧
別 路線名等 所在（起点及び終点）

河川

旧

古川（Ｆ３－
Ｃ１中小松
原－２６－２
２）

安佐北区可部南五丁目１７５０
番２地先から
同所１７４２番１地先まで

新

古川（Ｆ３－
Ｃ１中小松
原－２６－２
２）

安佐北区可部南五丁目１７５０
番４地先から
同所１７４２番１地先まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第１４３号

令 和 ２ 年 １ ２ 月 １ ７ 日

　次のとおり路線名等を定める法定外公共物を指定します。

　その関係図面は，令和２年１２月１７日から同月３１日まで，

広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に

供します。

広島市長　　松　井　一　實

区分 路線名等 所在（起点及び終点）

河川
古川（Ｆ３－Ｃ１
中小松原－２６－
３３）

安佐北区可部南五丁目１７５０番
３地先から
同所１７５０番３地先まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第１４４号

令 和 ２ 年 １ ２ 月 ２ ４ 日

　安佐北区の無料駐輪場内に，長期間駐車されていた別紙の自転

車等については，１２月２２日に広島市西部自転車等保管所へ移

動したので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申し出のない自転車等につい

ては，処分します。
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第２条に規定する手数料（連絡所の所管事務に係るものに限

る）の収納

３　委任年月日

令和２年１２月１日

４　委任期間

令和２年１２月１日から同月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第９７号

令 和 ２ 年 １ ２ 月 ４ 日

　道路の区域を次のように変更するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，令和２年１２月４日から同月１８日まで広島

市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類 路線名 変更区間 旧新

別 敷地の幅員 敷地の延長

一　般
県　道

矢野海
田線

広島市安芸
区矢野新町
二丁目１６
番地地先か
ら
広島市安芸
区矢野新町
二丁目１６
番地地先ま
で

旧

メートル
4.98
～
50.34

メートル

93.23

新

メートル
10.05
～
50.34

メートル

93.23

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第９８号

令 和 ２ 年 １ ２ 月 ４ 日

　道路の供用を次のように開始するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，令和２年１２月４日から同月１８日まで広島

市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類 路線名 変更区間 旧新

別 敷地の幅員 敷地の延長

一　般
県　道

矢野海
田線

広島市安芸
区矢野新町
二丁目１６
番地地先か
ら
広島市安芸
区矢野新町
二丁目１６
番地地先ま
で

旧

メートル
4.98
～
50.34

メートル

93.23

新

メートル
10.05
～
50.34

メートル

93.23

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第９９号

令 和 ２ 年 １ ２ 月 ７ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車を撤去し，保管したので，同条例第１２条第１項の規定に

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第１４８号

令 和 ２ 年 １ ２ 月 ２ ５ 日

　道路の区域を次のように変更するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，令和２年１２月２５日から令和３年１月８日

まで安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類 路線名 変更区間 旧新

別
敷地の幅員
（ｍ）

敷地の延長
（ｍ）

市道

安佐北
２区
２５８
号線

安佐北区落
合南七丁目
１５３９番
地１地先か
ら
安佐北区落
合南七丁目
１５３９番
地１地先ま
で

旧
3.60
～
5.10

10.50

新
5.10
～
5.10

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第１４９号

令 和 ２ 年 １ ２ 月 ２ ５ 日

　道路の供用を次のように開始するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，令和２年１２月２５日から令和３年１月８日

まで安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類 路線名 供用開始区間 供用開始の期日

市道

安佐北
２区
２５８
号線

安佐北区落合南七丁目１５
３９番地１地先から
安佐北区落合南七丁目１５
３９番地１地先まで

令和２年１２月
２５日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第９６号

令 和 ２ 年 １ ２ 月 ３ 日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１７４条の４

４第４項の規定に基づき，安芸区役所市民部中野出張所区出納員

の事務の一部を次のとおり委任させたので，同項後段の規定によ

り告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委任を受けた区分任出納員

安芸区役所市民部中野出張所　　事務補助員（会計年度任用

職員）　増谷　佳奈子（畑賀連絡所）

２　委任させた事務

広島市証明等手数料条例（昭和３２年広島市条例第２０号）
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広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第１５４号

令 和 ２ 年 １ ２ 月 ７ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第１５５号

令 和 ２ 年 １ ２ 月 １ １ 日

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のとおり廃止しました。

　この関係図書は，広島市佐伯区役所農林建設部建築課において

一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

１　指定番号　　　第１４号

２　廃止年月日　　令和２年１２月１１日

３　道路の位置　　�広島市佐伯区坪井一丁目の１３０８番４，１

３０８番５及び１３０８番７

４　幅員及び延長　幅員　　４．００メートル

　　　　　　　　　延長　　３４．００メートル

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第１５６号

令 和 ２ 年 １ ２ 月 １ ５ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第１５７号

令 和 ２ 年 １ ２ 月 １ ６ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第１５８号

より下記自転車については，令和２年１１月２７日に広島市西部

自転車等保管所へ移動したので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第１００号

令 和 ２ 年 １ ２ 月 ７ 日

　本市が管理する駐輪場内に，長期間放置されていた下記自転車

については，令和２年１１月２７日に広島市西部自転車等保管所

へ移動したので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第１０１号

令 和 ２ 年 １ ２ 月 １ ６ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車を撤去し，保管したので，同条例第１２条第１項の規定に

より下記自転車については，令和２年１２月１１日に広島市西部

自転車等保管所へ移動したので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第１０２号

令 和 ２ 年 １ ２ 月 １ ６ 日

　本市が管理する駐輪場内に，長期間放置されていた下記自転車

については，令和２年１２月１１日に広島市西部自転車等保管所

へ移動したので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第１５３号

令 和 ２ 年 １ ２ 月 １ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。
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３地先

　　　　　　　　　終点　�広島市佐伯区海老園一丁目２９３番１

２地先

６　道路幅員　　　２．３メートル

７　道路延長　　　５８．１メートル

広島市安佐北区告示第２号

令和２年１２月２４日

　下記の者について，住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１

号）第８条及び住民基本台帳法施行令（昭和４２年政令第２９２

号）第１２条第１項の規定により職権で処理をしたので，同条第

４項の規定により公示する。

広島市安佐北区長　　國　重　俊　彦

記

氏名 住民票記載の住所 職権処理の内容

坂本　吉希 広島市安佐北区深川三丁目２
２番１５号 職権消除

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市安芸区告示第４号

令和２年１２月１５日

　土地収用法（昭和２６年法律第２１９号）第１２条第１項の規

定により，通知を受けたので，同条第２項の規定により，次のと

おり公告する。

広島市安芸区長　　長　光　信　治

１　起業者の名称

中国電力ネットワーク株式会社

２　事業の種類

　１１０ｋＶ特別高圧架空送電線　カワダ線Ｎｏ．１～１４ほ

か経年鉄塔建替工事

３　立入の目的

調査及び測量のため

４　立ち入ろうとする土地

広島市安芸区中野東町字大谷７１８１番，７１８２番，７１

８３番，７１９０番，７２２７番，７２４８番，７２８２

番，７２８３番，７２８４番，７２８５番

広島市安芸区中野東町字押手１６２９番５６，１６２９番６

０，１５８１番，１５９３番，１５９８番，１６０１番３，

１６０３番２，１６０３番３，１６１８番，１６２１番

広島市安芸区中野東町字切田６４５２番1，６４８４番

広島市安芸区中野東町字成岡１４９１番

広島市安芸区中野東町字平原９７８番　　　　　計２４筆

５　立入期間及び時間

期間　令和３年１月１２日から同年５月３１日まで

時間　毎日　日の出から日没まで

令 和 ２ 年 １ ２ 月 ２ ３ 日

　次のとおり路線名等を定める法定外公共物を指定します。

　その関係図書は，令和２年１２月２３日から令和３年１月１２

日まで，広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において一般の

縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

区分 路線名等 所在（起点及び終点）

里道 佐伯２区５２３号
里道

佐伯区八幡東四丁目４２４番４地
先から
佐伯区八幡東四丁目１１２０番１
地先まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第１５９号

令 和 ２ 年 １ ２ 月 ２ ３ 日

　広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島市五日市駅南口自

転車等駐車場内に，長期間駐車されていた別紙自転車等について

は，令和２年１２月２１日に広島市西部自転車等保管所へ移動し

たので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第１６０号

令 和 ２ 年 １ ２ 月 ２ ３ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第１６１号

令 和 ２ 年 １ ２ 月 ２ ８ 日

　道路法（昭和２７年法律第１８０号）による事業計画のある道

路を，次のとおり建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４

２条第１項第四号の規定による道路として指定しました。

　この関係図書は，広島市佐伯区役所農林建設部建築課において

一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

１　指定番号　　　第１号

２　指定年月日　　令和２年１２月２８日

３　道路の種類　　一般国道

４　路線名　　　　一般国道２号

５　起点，終点　　起点　�広島市佐伯区海老園一丁目２９５番１

区 告 示
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広島市教育委員会告示第２５号

令 和 ２ 年 １ １ 月 ２ ０ 日

　広島市教育委員会公印規則（昭和２５年１２月１日広島市教育

委員会規則第４号）第８条第１項の規定に基づき，次の文書につ

いては，印影（電子計算機に記録したものを含む。）の印刷によ

り，公印の押なつに代えることを承認したので，告示します。

広 島 市 教 育 委 員 会�

教育長　　糸　山　　　隆

文書名 印影を印刷する
公印の名称

卒業証書 広島市立基町高
等学校長印

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市教育委員会告示第２６号

令 和 ２ 年 １ １ 月 ２ ４ 日

　広島市教育委員会公印規則（昭和２５年１２月１日広島市教育

委員会規則第４号）第８条第１項の規定に基づき，次の文書につ

いては，印影（電子計算機に記録したものを含む。）の印刷によ

り，公印の押なつに代えることを承認したので，告示します。

広 島 市 教 育 委 員 会�

教育長　　糸　山　　　隆

文書名 印影を印刷する
公印の名称

入学許可内定通知書 広島市立舟入高
等学校長印

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市教育委員会告示第２７号

令 和 ２ 年 １ ２ 月 １ ５ 日

　広島市教育委員会議（定例会）を次のとおり開催する。

広 島 市 教 育 委 員 会�

教育長　　糸　山　　　隆

１　日　時　令和２年１２月２２日（火）午前９時３０分

２　場　所　中区役所６階教育委員室

３　議　題

【公開予定議題】

⑴　「電子メディアの啓発動画コンテスト」の選考結果につい

て（報告）

⑵　就学援助制度の見直しについて（報告）

【非公開予定議題】

⑶　教職員の人事について（議案）

広島市選挙管理委員会告示第１０号

令 和 ２ 年 １ ２ 月 １ 日

　令和２年１２月１日現在における地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）及び市町村の合併の特例に関する法律（平成１６年法

律第５９号）の規定による各種直接請求並びに地方教育行政の組

織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）の規定に

よる教育長又は委員の解職請求をするに必要な選挙人の数は，次

のとおりです。

広島市選挙管理委員会�

委員長　　二　國　則　昭

１　地方自治法第７４条第１項（条例の制定又は改廃の請求）及

び第７５条第１項（市の事務の執行に関する監査の請求）並び

に市町村の合併の特例に関する法律第４条第１項（合併請求市

町村の長に対する合併協議会設置の請求）及び第５条第１項

（同一請求関係市町村の長に対する合併協議会設置の請求）の

規定による選挙権を有する者の総数の５０分の１の数

　　　　　　　　　　　　　　１９，６９６人

２　地方自治法第７６条第１項（議会の解散の請求），第８１条

第１項（市長の解職の請求）及び第８６条第１項（副市長，市

の選挙管理委員又は監査委員の解職の請求）並びに地方教育行

政の組織及び運営に関する法律第８条第１項（教育委員会の教

育長又は委員の解職の請求）の規定による選挙権を有する者の

総数の８０万を超える数に８分の１を乗じて得た数と４０万に

６分の１を乗じて得た数と４０万に３分の１を乗じて得た数と

を合算して得た数

　　　　　　　　　　　　　２２３，０９６人

３　地方自治法第８０条第１項（議員の解職の請求）及び地方自

治法第８６条第１項（区の選挙管理委員の解職の請求）の規定

による選挙権を有する者の総数の３分の１の数

　　　　　　　　中　　区　　３８，１９４人

　　　　　　　　東　　区　　３３，０６７人

　　　　　　　　南　　区　　３９，４５９人

　　　　　　　　西　　区　　５１，９５４人

　　　　　　　　安佐南区　　６５，２０９人

　　　　　　　　安佐北区　　４０，２４２人

　　　　　　　　安 芸 区　　２１，６１０人

　　　　　　　　佐 伯 区　　３８，５２４人

４　市町村の合併の特例に関する法律第４条第１１項（合併請求

市町村の選挙管理委員会に対する合併協議会設置協議の投票の

請求）及び第５条第１５項（合併協議会設置協議否決市町村の

選挙管理委員会に対する合併協議会設置協議の投票の請求）の

規定による選挙権を有する者の総数の６分の１の数

　　　　　　　　　　　　　１６４，１２８人

選管告示

教育委員会告示




